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◎開議の宣告

○議長（白岩征治君） 皆さん、改めておはようございます。定足数に達しておりますの

で、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◎一般質問

○議長（白岩征治君） 本日の日程は一般質問であります。 

   質問は、通告順に行います。質問は、会議規則第６３条準用規定により、一問一答

方式で行います。また、質問時間は、議会運営確認事項により、答弁も含め約９０分

以内を原則といたします。 

   それでは、通告第４、７番藤田節夫君の一般質問を許します。７番藤田節夫君。 

◇７番 藤田節夫君

          １．子育て支援事業について 

          ２．一般行政について 

○７番（藤田節夫君） 皆さん、改めましておはようございます。７番、日本共産党の藤

田です。通告に従いまして一般質問を行います。 

   はじめに、子育て支援事業についてお伺いいたします。 

   現在、どこの自治体でも高齢化、少子化対策は喫緊の課題となっております。特に、

少子化対策の一環である子育て支援は、過疎化や高齢化などにより、地域社会や家族

形態が大きく変化している中で、子育てする環境が大変厳しくなってきています。子

どもたちは次世代を担う社会の希望であり、未来をつくる力であることから、各自治

体では、少子化対策に取り組むことは最重要課題となってきています。 

   先日行われた村議会選挙で村内を歩き、多くの村民から意見や要望を聞くことがで

きました。子どもを持つお母さんたちから、子育て支援について意見をいただきまし

た。今回の質問は、お母さんからいただいた要求をまとめたものであり、わかりやす

く答弁をお願いしたいと思います。 

   子育て支援の１つ目として、保育料と幼稚園授業料の無料化についてお伺いいたし

ます。 

   現在、村では１人目は全額、２人目は半額、３人目は無料となっています。中島村

では、保育所に入所させている保護者の負担を軽減することにより、安心して子ども

を産み育てる環境づくりを推進することを目的に、今年度から全て無料になりました。

泉崎村でも村長が平成２９年度から無料にすることを表明しております。保育料の無

料化政策は、村に大きな影響を与えることは間違いありません。少子化対策、子育て

支援政策には欠かせない政策です。村としても、子育て支援として保育料の無料化を

実施する考えがあるのかどうか、まず、お伺いいたします。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） ７番藤田議員の一般質問にお答えをいたします。 

   保育所、幼稚園の無料化について、やる気はどうかというお話でございます。 

   今、市町村の運営上、子どもたちの子育てといいますか、少子化に対応する問題が
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クローズアップされておりますが、当然これは市町村ばかりではできません。国家と

して取り組むものでございます。当然、議員おただしのとおり、時代はといいますか、

いろいろ変遷しております。我々が小さいときは、子どもがいっぱいいた、今やとい

うふうになりますと、朝、見守り隊が見守ってくれている子どもたちが本当にわかり

やすく減っている。どういうことかということになってきます。そして、増田レポー

トがあってということになりますので、いよいよもって、やっぱり国家として本腰を

入れなければならん。安倍総理、けさのニュースでも出ておりました。いよいよ本腰

を入れてということを表明されております。私たちもやはりこれに呼応し、これまで

できなかったことに、いよいよ踏み入れる時期に当然なっているという認識は持って

いるわけでございます。この周辺町村でもそういった動きに呼応してということが出

ておりますので、今の国家として、あるいは地方自治体の施策、あるいは財源構成等

を考えて、やはり北欧といったところも頭に置いたということもあるんでしょうが、

やはり国家の姿として、あるいは基礎的自治体の財源構成として、そういった方向に

いくと同時に、今のような策も打っていかなければならないだろうと、そういう時期

に来ているだろうというふうに思っています。 

   ただ、これは一概にぱたっといけるのかということも含めまして、今ずっといろい

ろ検討を重ねている途中でございますので、もう少し検討を続けていきたいというふ

うに思っているところでございます。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君の再質問を許します。 

○７番（藤田節夫君） 国家として安倍首相が言われたことは、私もけさのニュースを聞

いていましたけれども、なかなか国家のやることは、どこまで信用していいのかわか

らないということで、とりあえずやっぱり自分たちの村を守るためには、こういった

子育て支援、率先して自治体として取り組んでいかなければならないのかなと思って

います。 

   一概にはやれないということで、もう少し検討したいという回答ですけれども、現

在、村では先ほども言いましたけれども、保育園の保育料ですか、２人目が半額、

３人目が無料ということですけれども、３人の子どもが同じ時期に保育園に通ってい

る場合は、３人目以降の保育料が無料になっておりますが、これはあくまで３人が保

育園にいることが条件で、上の子どもが小学校に上がってしまえば、子どもが３人目

であっても無料の対象から外れてしまうと、幼稚園も小学校３年までの子どもの数で

３人目以降の保育料、無料となるよう補助金が出ていることになっております。これ

では保育園も幼稚園も約６年間の間に３人の子どもがいないと、３人目は無料になら

ないということです。３人目無料ですと言っておりますけれども、子どもの年の差が

離れていれば、恩義を受けることができません。これでは子育て支援にはつながらな

いのではないでしょうか。せめて年齢の上限枠を外し、とりあえず子どもの数だけで

対応するべきと思いますが、お伺いいたします。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 前からこの話、いろいろ議員さんから出ております。 
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   いろいろ少子高齢化の第一番の問題は、合計特殊出生率です。当面１.８というふ

うになってますが、今のお話のとおり、第３子をどうするといった問題が具体的にな

っているのはご存じのとおりで、私たちも知っております。そういったことで、今の

保育料の制度が今に合致するのかということもありますので、当然この問題もお話の

とおり、検討課題にしているところでございますので、もう少し時間をいただきたい

と思っております。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 一概に一気には無料化はできないということの答弁でありました

ので、できれば、今私が提案したような３人目の子どもは、幼稚園も保育園もせめて

無料にすると、そういった方向で、まず、突っかかりというか、そういった意味では

取り組んでいけば、そんなには財政的にも逼迫しないで、子育て支援につながるので

はないかなと思うんですけれども、その辺もう一度いかがでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） いろいろ子どもに関する部局あります。各課長との話、ずっとし

て、やはり今の第３子の問題というのは本当に大きな問題で、これは日本国中の問題

で、どこの課にいっても教育問題あるいは子育ての問題になってきますと、やっぱり

第３子以降の手厚さといったもの当然、最初にくるんではないかというご指摘があっ

て、もちろん議員もお話しされておりますように、皆さん、議員さん全ての人がそう

思っているだろうというふうに思っておりますので、そこのところも含めた、先ほど

の無料化の大きな話がありましたが、当然、今のことも中に入っておりますので、検

討課題にしているということでご承知いただきたいと思います。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） そういったことも含めて検討したいということなので、ぜひ実現

できるように期待して、次の質問に移りたいと思います。 

   次に、保育園入園の待機児童について伺います。 

   現在の待機児童の実態について伺います。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 待機児童についてのおただしでございます。 

   待機児童は２１名、うち有職者８名、求職者１３名でございます。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） すみません、今早かったので、もう一度ゆっくり、それと続けて、

年齢で何歳が何人、１歳が２名とか、そういった感じでわかればお答え願います。 

○議長（白岩征治君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） それではお答えします。 

   待機児童なんですが、今現在、集計で、有職者の場合で、ゼロ歳児で２名、１歳児

で１名、２歳児で３名、３歳児で２名の計８人でございます。 

   すみません、求職者については、今ちょっと数字持っておりませんので、これにつ

いては、ちょっと時間をいただきたいと思うんですけれども。 



－52－ 

○議長（白岩征治君） 今、福祉課長より時間をいただきたいということでございますの

で。 

○福祉課長（中山隆男君） 今の数字は求職者、失礼しました。有職者です。求職者の

１３名については、その年齢別の数字、今現在持っていないものですから。（不規則

発言あり）よろしいですか。有職者は今、回答した人数でございます。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） それで、過去５年の待機児童の実態をお伺いしたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） お答えします。 

   過去５年間ですが、すみません、現在、数字は持っておりません。ちょっと私の頭

の中なんですが、去年おととしくらいまでは、４月１日時点では待機児童はおりませ

んでした。大体７月あたり、夏ごろですか、ころまで、上半期ぐらいまでは大体、保

育園のほうに入園等はできて、待機児童はいなかったんですが、どうしても下半期に

なりますと定員いっぱいで、保育園には入れないということがございましたが、ここ

一、二年につきましては、４月の当初から待機児童が数名というふうな形が出ており

ます。 

   以上です。（不規則発言あり）昨年度は、すみません、正確な数字じゃないんです

が、二、三人ぐらいはいた、非常に曖昧なんですが、申しわけないんですが、二、三

人ぐらいいたような記憶がございます。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） ２年ぐらい前に、上半期はいないけれども、下半期は当然出てき

たと、昨年度も二、三人はいたと、あやふやな回答ですけれども、それでは、今後の

児童の推移をどのように見ているのかお伺いいたします。 

○議長（白岩征治君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） 児童の推移なんですが、今現在、１歳刻みの直近の数字でい

きますと、大体１９０名ぐらいが１歳刻みで出生または転入とかで村に住民票を持っ

ているような数字でございます。かつては二百何十名とかいたんですが、西郷村にと

て少子化は確実に影響はきてるということなんですが、二、三日前の新聞でも、西郷

村高齢化率、一番若い村ということとか、あと、人口の推移等を見れば、現在の１歳

刻み１９０人程度がしばらく続くんじゃないかというふうな捉え方をしております。

あと、一番考慮しているのが屏風谷の大規模な分譲地の造成とか、そういうことで若

干増える要因があるのではないかというふうな考えを持っています。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） なぜ推移を聞くというと、ことしが特に待機児童８名ということ

で、飛び抜けてことしだけそれだけ子どもの数が多いのか、児童の数が多いのかお伺

いいたします。 
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○議長（白岩征治君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） お答えします。 

   現在、ゼロ歳から小学校に入るまでの就学前の児童が約１,２００人ほどおります。

今現在の村３か所の保育園、あとは１か所の小規模保育園等を合わせますと、

４８５人が保育園に入っておりまして、パーセントでいくと４０数％になるんですけ

れども、子ども数は横ばいでも働くお母さんがもう一般化しておりますので、そのパ

ーセンテージが４０数％から５０％とか５５％とか、そういう増える場合に、待機児

童というふうな形で、保育園の入園がなかなか現在できないというふうな状況になっ

ているんじゃないかというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 働くお母さんたちが増えてきているということは、今後も予想さ

れることであると思います。さらには、そこの一条工務店が開発している屏風谷の住

宅にどの程度移住してくるとかということも考えるとなると、保育園に預ける子ども

さんは減ることはなく、増える方向でいくと思うんですけれども、その辺のところ、

今後どう見ているのかお伺いいたします。 

○議長（白岩征治君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） お答えします。 

   現在、みずほ、まきば、川谷につきましては、定員以上というふうな入園率でござ

います。あと、もう１か所、ことしの４月から新たな制度でスタートしました、すこ

やか保育園さんについては、現在６８％ということでございます。あと、現在同じく

小規模保育園で、まだちょっと認可とかしていないものですから、はっきりしたこと

をちょっと言えないんですけれども、そういうふうな施設を今つくっているところも

ございますので、小規模保育園ですと、ゼロ、２歳というふうな年齢の組み入れがあ

るんですが、そこら辺をそういう年齢だったら小規模保育園とか、あとは幼稚園とか

組み合わせて、待機児童の解消を図っていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 今年度から子ども・子育て支援制度が新たに始まりました。今年

度の新政策の一番目的は、待機児童を解消するための制度改正であったと思うんです

けれども、制度を改正しただけで待機児童がいる、予想されるにもかかわらず、やっ

ぱり村としては、何か対応が必要だったのではないかと思うんですけれども、今説明

された中では、今後これで全て待機児童が網羅できる、先ほど申しましたけれども、

そういったことで網羅できると思っていらっしゃるのかどうかをお伺いします。 

○議長（白岩征治君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） お答えします。 

   今現在、３保育園で大体１１５％ぐらいの入所率なものですから、そのオーバーし

た人数とかも吸収できるような形で、保育園の増改築とかを含めて検討していきたい
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と思っております。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 先ほどの策と保育園の増改築を考えているということですけれど

も、ぜひ、現在も８名の待機児童がいて、さらに西郷村は先ほども述べたように増え

ていく可能性があると、ましてや生活状況が厳しい中で共働きが増えると、そういっ

た中では、この子育て支援として何としてもやっぱり待機児童がないように、これは

国の政策で今年度の４月からもう出発しているわけですから、ただ子育て支援会議を

開催して集まって話をしただけではなくて、やっぱり問題点をしっかりその中で話し

合っていってもらいたいと思うんですけれども、もう一度最後にお伺いいたします。 

○議長（白岩征治君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） お答えします。 

   我々の部署の中でも待機児童、一番の重要な課題ということで位置づけて、いろい

ろ、今先ほど申しました小規模保育園の取り扱いとか、あと、小規模保育園で

１００割っている状況もありますので、そういうところもどうですかというふうな説

明とかもするんですけれども、親御さんの中では、絶対Ａ保育園じゃなければだめな

んだとか、Ｂ保育園じゃなければだめなんだとか、そういうふうな親御さんもおりま

すので、そういうふうな保育園とのミスマッチもあるものですから、どうしても親御

さんにそれを無理押しすることはできませんので、そこら辺をうまくバランスをとり

ながらやることと、あと、現在のみずほ保育園、まきば保育園で少し中身の改造等も

考えて、少しでも入れるような形で待機児童を減らしたいというふうに考えておりま

す。あと、議員おっしゃるように、根本的に足りないということで、それは大きく増

築になるんだか、別なところに新築になるんだか、ちょっとそれはわかりませんが、

それは村長と協議しながら進めてまいりたいというふうに思っています。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） １つ申し述べるとするならば、子育て支援会議ですか、西郷村に

もできてますよね。そういった中でもやっぱりみんなで話し合って、この待機児童

について、いかに解消していくべきかということも話し合っていただきたいと思い

ます。 

   それでは、次に移ります。 

   育児休業における在園児の保育の継続についてお伺いいたします。 

   皆さんもご存じのように、所沢市で問題になりましたが、保育園に子どもを預けて

働いている母親が新たに子どもを出産し、育児休業を取得した場合、保育園に預けて

いる上の子どもを退園させなければなりません。母親は出産後、半年なりの年休をと

った後、また仕事に戻ります。仕事に戻るとき、２人の子どもの保育園を探さなけれ

ば仕事に復帰することができません。これでは安心をして子どもを産むことはできま

せん。育休退園は産み理解が進み、少子化対策に逆行してしまいます。育児休業中で
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も、子どもが保育園に継続に通えるようにするべきではないでしょうか。西郷村の対

策をお伺いいたします。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 所沢の例が新聞、テレビに報道されました。両者の言い分も掲載

されておりました。市役所のほうは、ルールであるというふうに言っております。も

ちろんこれまでの経緯からして、そういったルールがあってこれまできたという経過

があってとのことです。それから、一方、母親のほうからは、やはり先生に会いたい

といったことも子どもの人権ではないかというふうに言われた報道がありました。両

者、言い分は相半ばするところがあります。 

   我が西郷村は、よく事情を聞いて、そして、できる限り園で預かるという方法でや

っているところでございます。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 西郷村では、よく事情を聞いて対応するということの答弁でござ

いますけれども、以前、私も西郷村でもこういったことは一応、国のルールというか、

そういうことで一度相談を受けたことがありますけれども、どうしても２人目を出産

するときに上の子どもがいると、１回退園させられてしまうと、そして、子どもを産

み、下の子を産み、また会社に戻るというときに、また上の子と下の子を、両方保育

園を探さなくちゃいけない、そして、先ほど申したように、待機児童がいる状態で保

育園が見つからないという状況がありますので、出産は大変な女性の仕事というか、

大変な事業なので、できればやっぱり上の子どもをそのまま退園することなく、入所

したままで対応していただきたいなと思います。お話では、よく事情を聞いて母親の

意見に従ってやっていくという答えなんで、ぜひそのように対応をお願いしたいと思

います。 

   それでは、次に移らせていただきます。 

   ４つ目に、インフルエンザ予防接種費用を中学３年生に対して助成すべきではない

かということですけれども、この件につきましては、６月の定例議会で子育て支援と

して、１８歳まで予防接種の助成を求めてきました。村長は検討するという回答でし

たが、今、全国の自治体で予防接種の助成を行っている自治体が毎年増え続けており

ます。特に１歳から中学３年生までを対象に全額助成をしているところが増えてきて

います。どこでも子育て支援政策の一環として取り組んでいます。インフルエンザは

普通の風邪より急激に発病し症状が重く、感染力があり、多くの人に短時間で感染が

広がり、インフルエンザによる集団感染で学級閉鎖が毎年報告されております。イン

フルエンザの予防は、予防接種をすることでインフルエンザにかかりにくくなり、重

い重症を防ぐことになります。とりわけ高校受験を控えている中学生の親は、インフ

ルエンザにかかり受験に支障が来さないように、家族も含め予防接種を受けています。

また、親も学校も神経をとがらせて苦労していると聞いております。全ての受験生が

家庭の経済状況に影響されることなく、安心して受験に臨めるように、全額助成すべ

きだと思いますが、お伺いいたします。 
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○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 受験生のインフルエンザ予防接種に対する費用の助成については、

前回もずっとここでお話をさせていただきました。答えも同じでございます。 

   １つは、やはりインフルエンザの定期から外した理由、今回でいろいろ新聞紙上に

ぎわしておりますのは、やはり子宮頸がんワクチンの問題であります。結局この接種

の有効性、１００％効くということであれば何の問題もありません。ただ、副作用が

出て、その問題についてどうするんだといったときに、やっぱり国として少し下がっ

たわけです。有効性が前に来て、その分が不安な材料が減ったり、あるいはなくなれ

ば、もちろんこれは喜んでやるということでございますので、やはりワクチンは今、

鳥インフルエンザの型の問題とか、いろんな問題があります。抗原抗体反応でありま

すので、その分野の有効率はわかりますが、なかなかパーフェクトに説明というか、

できないところがあります。 

   ただ、では、学生というふうに絞ってはどうかというお話でございます。受験生が

１００％本当に悪性がないということになればいいわけでありますが、当然、出現率

は同じでありますので、やはりその辺がもう少し考えなければならないことではない

かというふうに思っております。なお検討させていただきたいと思います。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 答えは今回も変わらないということですけれども、全国的に本当

にインターネットなんかを調べると、ほとんどというか、相当な数でインフルエンザ

の予防接種を行っていると、副作用が怖いと、いつも村長は言いますけれども、あく

までも任意接種であり、季節的インフルエンザであるならば、もう原課でも言ってる

し、厚生労働省も、これを予防接種することにより重症化を防ぐと、大変予防になる

ということで推進しているわけですから、それを本当は国がやれば一番いいのですけ

れども、なかなか国は腰を上げないという状況なんで、各自治体というのは待ってい

られないということで、子育て支援の一環としてどこでもやっていると私は思うんで

す。そういう子育て支援の、やっぱりどう村長が向けて政策をやるかというところが

一番の問題なのかなと私は思うんですけれども、もし中学３年の子どもたちがこの予

防接種を、もし村長がオーケーというのを出してならば幾らぐらいの費用がかかるの

か、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（長谷川洋之君） ７番藤田議員のご質問にお答えいたします。 

   現在、中学３年生、平成２７年４月３日現在２０３名在籍しておりますので、その

場合を計算いたしますと、単価が４,２００円、それで接種が２回、全員が接種いた

しましたとしますと１７０万５,２００円になります。また、高齢者と同じように、

このうち１,２００円を自己負担といたしまして、３,０００円を村が負担しますとな

りますと１２１万８,０００円となります。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 
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○７番（藤田節夫君） 今、課長のほうから報告ありましたけれども、全額保証で

１７０万５,２００円、一部負担で１２１万８,０００円と、これで本当に子どもたち

が親が安心して、やっぱり受験を控えている子どもたちに安心を与えるならば、村と

しては大したお金じゃないのかなと私は思うんです。 

   村長がどうしてもそういう気持ちがないというのであれば、しようがないですけれ

ども、各方面の自治体でやっていますけれども、矢吹町では、子育て支援の充実並び

に教育力の向上、強いては子育て環境日本一を目指した取り組みの一環として、進学

や就職を控えている中学３年生及び高校３年生相当の方を対象に、インフルエンザ予

防接種の費用を助成することにより、予防接種を促進し、万全な体調を維持し試験に

臨んでもらいたいということを目的に実施をしています。そして、子どもたちは、中

学卒業後の進路が人生の最初の岐路となり大事な時期を迎えます。インフルエンザに

かかり、人生が１４歳の春をつまずかせないためにも、村として応援をしてやるべき

ではないでしょうか。県内の自治体でも、泉崎をはじめ多くのところで助成をしてい

ます。村からの卒業祝いとして、また、子育て支援の一環としてぜひ取り組んでいた

だきたいと思います。村長が検討するということなんで、ぜひこういったことも含め

て鑑みて、検討していただきたいと思います。 

   それでは、次に移ります。 

   ５つ目として、子ども商品券についてお伺いいたします。 

   地方創生の一環として国の交付金を利用して、全国各地でプレミアム商品券が発行

されました。村でも２０％のプレミアムのついた商品券が発行されましたが、白河市

では、プレミアム商品券ほかに、子育て世代を応援するために子ども商品券が発行さ

れました。これは、しらかわ子育て応援商品券という名目で、ゼロ歳から中学３年生

までの全ての児童に１人５,０００円の商品券が無料で配布されました。 

   村の多くのお母さんから、西郷村はどうなっているのか問われました。内容がわか

ればお聞かせください。また、村ではなぜ取り組まなかったのか、お伺いいたします。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） それでは、７番藤田議員の質問にお答えいたします。 

   質問第１の５点目、子ども商品券についてでございますが、白河市の子ども商品券

につきましては、地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用し、中学３年生まで

の子どもがいる家庭に商品券を配布したものでございます。この交付金の交付額につ

きましては、自治体の財政力指数など、もろもろの状況により算出されておりまして、

西郷村の交付額は１,７７３万７,０００円でございました。この限られた財源の中、

村では、５,０００円の額面で６,０００円分のお買い物ができるプレミアム商品券を

１世帯２セットの計算で１万５,６００セットを作成しまして、期限を設けて各家庭

に優先的に販売したところでございます。 

   子ども商品券は、子育て世帯への経済的支援ということで実施されたものと思いま

すが、本村におきましては、交付金の目的である地域における消費喚起や、これに直

接効果を有する生活支援を推進するというため、各家庭に商品券が行き渡るよう、こ
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のような方法で交付金を活用させていただきましたので、ご理解を賜りたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 西郷村ではプレミアム商品券、これは白河市でも当然やっている

ことであって、なぜ西郷でできなかったのかと、これは交付金がその自治体によって

違うということで、西郷村は交付金が少なかったということで、子どもたちに商品券

をやる予算がなかったということで理解してよろしいんですか。（不規則発言あり）

わかりました。 

   この使い道は、本当に自治体の計画で、子育て支援と地域雇用ということで、地方

創生の一環でやったことだと思うんですけれども、この地方創生、ことしから始まり

ました。地方創生を使って、全国の自治体でさまざまな計画がされていることは皆さ

んご存じのとおりですけれども、これを使って子育て支援に全て回しちゃおうと、中

には、学校給食の無料化に全て交付金を充てているという自治体もあります。私、一

時的なこういった交付金のばらまき、そういったことは推進するものではないですけ

れども、できればやっぱり子育て支援としてもっと持続可能な、本当に西郷村で産み

育ててよかったというような持続可能な政策を地方創生で、質問のあれはちょっと違

っちゃいますけれども、そういった意味ではそういった方向に、ぜひ、この地方創生、

今後５年間計画なんで、いろいろ村でも計画はしていると思いますけれども、質問内

容違ってきちゃいますんで、その計画内容を聞くことはしませんけれども、ぜひ、先

ほどから申してますけれども、国も含めて子育て支援に活気にやって喫緊の課題とし

て取り組んでいるということなんで、ぜひ村としても、そういった方向で地方創生の

計画を立てていただきたいと思います。 

   それでは、６つ目として、学校トイレの洋式化についてお伺いいたします。 

   学校トイレは和式が多く、子どもたちから敬遠され、排便を家に帰るまで我慢をし

て体調を崩す子もいると聞いております。全国の学校で改築工事が盛んに進めており

ます。本村においても、平成２６年度に小田倉小学校のトイレが改修されましたが、

ほかの小中学校のトイレの今後の改修計画をお伺いしたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 教育長、加藤征男君。 

○教育長（加藤征男君） 藤田議員のご質問第６点目、学校トイレの洋式化についてお答

え申し上げます。 

   まず最初に、実態をお話ししてからというふうに思います。 

   各小中学校トイレ洋式化の実態でございますが、お話ありましたように、小田倉小

学校につきましては、平成２６年度に全てのトイレの洋式化、ドライ化を実施したと

ころでございます。その他の小中学校につきましては、各学校によって違いはござい

ますが、少なくとも洋式トイレを男女ともに持っているという状況にはございます。 

   トイレの大規模改修事業につきましては、補助の関係がございまして、この活用を

図っているところでございます。築２０年以上の建物が、学校の建物が文科省の補助

対象となっておりまして、国の補助率３分の１という補助で事業を実施しているとこ
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ろでございます。小田倉小学校では、西郷第二中学校を除く全ての小中学校が補助対

象となっておりまして、そのことを考え、今後の計画といたしまして、西郷第一中学

校、羽太小学校と、建物の古い順にトイレの改修事業を実施してまいる、そういう予

定をしているところでございます。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 小田倉小学校が平成２６年度、もう話によると順次計画的にやっ

ていくということです。さらには、築２０年以上の学校を中心に計画を立てていると

いうことですけれども、具体的に平成２６年度、小田倉小、今年度はという話にはな

らないんでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（白岩征治君） 教育長、加藤征男君。 

○教育長（加藤征男君） お答えいたします。 

   今ほどお答え申し上げましたように、トイレの改修について計画をしているところ

でございますが、まず小田倉小学校、長年にわたりまして悪臭等、いわゆる３Ｋと言

われる環境面を考慮いたしまして実施したところでございます。 

   それで、今年度、先ほど申し上げましたように、続いてという計画を持っておりま

すが、実は文科省で、この西郷一中のトイレ改修事業につきましては、県を通して不

採択という、そういうことがあったものですから、今年度はそのことが実現できない

ということにございますが、なお、引き続き、このことに対応して計画を持ち要望も

してまいりたい、実施をしたいというふうに思っているところです。 

   なぜそのように引き続きにならなかったのかということにつきましてですが、文科

省におきまして、いわゆる全国、今、耐震化事業を最優先に行っていまして、そのこ

とを含めた防災機能の強化、中でも、つり天井の対応を優先して行っているところで

ありまして、村といたしましても、そのつり天井と防災のことにつきましては緊急性、

命にかかわる事業ということもありまして、優先してそのことに取り組もうとしてい

る、そういうことでございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 文科省のほうに上げたけれども不採択となったということですけ

れども、じゃ今後の計画は、はっきりしていないという理解でよろしいんでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 教育長、加藤征男君。 

○教育長（加藤征男君） 今ほど申し上げましたように、つり天井事業を優先して行うと

いうことを考えておりますので、平成２７年度につきましては、小田倉小学校の食堂、

西郷第一中学校の体育館、さらにはこの後、米小学校の講堂、そして、熊倉小学校の

多目的スペース並びに講堂、そして、西郷第二中学校の講堂、年次を追って行ってい

きたいというふうに思っております。 

   あわせて、スタートいたしましたトイレの改修につきましても並行して何とかでき

ないか、補助の獲得、そういうことに努めてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 耐震化政策、つり天井を優先するということで計画が進んでいる
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と、あわせて、並行してトイレのほうも要求していくということですけれども、トイ

レの洋式化については、皆さんもご存じのように、小さいときからもう洋式、家庭に

行けば全て洋式、どこへ行っても洋式トイレということでなっていて、なかなかお子

さんが、小さいお子さんが和式でやるということは大変厳しいことを聞いております。

先ほども申し上げましたけれども、我慢をしてお家でやる、そして体調を崩すという

ことも聞いております。和式、洋式、両方どこの学校も取り備えているということで

すけれども、お母さん方で言うと、昼休みは一緒だということで、なかなかみんなが

対応間に合わないというようなことをおっしゃっていましたんで、ぜひやっていただ

きたいなと思います。 

   さらに、小田倉小学校の後は西一中、校舎が古い順からという計画でしょうけれど

も、それはあくまでも村の計画であって、できれば私は、小田倉小学校ができたとい

うのであれば、次は熊倉小学校と、小学校のほうが大変これ重要なことなんで、中学

校に行けば、おいおい、もうそれなりに大人なのでわかると思うんで、ぜひ私の要望

ですけれども、熊倉小学校というか、小学校を先にやっていただきたいなと思ってお

ります。 

   また、学校はさまざまな人が利用する公共施設でもあるんで、そして、災害時には

被害者の避難場所にもなりますので、なるべく早くこういったことを改修工事を県、

国のほうに要望して、早くできるようにお願いをしたいと思います。 

   もう少し、私言ったことに対して、村長の答えを最後に聞いておきたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 教育長、加藤征男君。 

○教育長（加藤征男君） お答え申し上げます。 

   お話ありましたように、トイレの改修につきましては非常に重要なことであり、改

修いたしました小田倉小学校の保護者からも、非常に洋式化されてよかったと、子ど

もにそういう話を聞いている、快適に過ごせている、そういうお話を届けていただい

ておりますので、今後ともそのトイレ改修、大事な事業ということで進めてまいりた

い、可能な範囲で進めていただけるよう、要望もぜひしていきたいというふうに思っ

ているところでございますので、ご理解を賜ればというふうに思っております。 

   また、トイレの改修、小学校を先にやってはどうかというご意見をいただきました。

その悪臭と先ほど申し上げました環境面の考慮で、古い順にという計画を一応持って

おりますが、なお、学校とこの話をよく聞き、相談もしながら進めてまいりたいと思

っておりますが、計画をそのように立てていたところではございました。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） それでは、次の質問に移らせていただきます。 

   子育て支援７つ目として、学校給食費の無料化についてお伺いいたします。 

   この学校給食費の無料化については、私はこの場で何度も質問をしてまいりました。

なぜ必要かということで、私なりにまとめましたんで、まず第１には、子育てに関す

る保護者の負担のうち、学校給食費がかなりの比重となっており、特に多子世帯の負

担が重く、軽減措置を強く求められております。第２に、学校給食は教育の一環であ
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り、義務教育は無償の原則から言えば当然無償にするべきだと思っております。第

３に、格差と貧困が広がる中で、全ての子どもたちに親の経済状況に左右されず、食

育を通じて穏やかな成長を村として保証すべきではないでしょうか。村の給食費は、

第２回定例会でお伺いいたしましたが、幼稚園では年間約２万６,０００円、小学校

では約５万円、中学校では約５万５,０００円となっております。子どもが小学校、

中学校で３人いると年間給食費だけで約１５万円以上の出費になります。またそのほ

かに教材費で小学校は約１万２,０００円、中学校で約２万円、その他実力テスト、

修学旅行、学習旅行、ＰＴＡ会費、生徒会費、部活等々多くの保護者負担があり、義

務教育とは言えないのが今の実態です。 

   前回も申しましたけれども、朝食をとらないで学校に来る生徒が年々増えていると

聞いております。また、中学生になると育ち盛りで部活も盛んになり、食事の量が少

ないなどの意見も聞かれます。そして、中学生になると経済的にも受験を控えて負担

も増し、朝食も抜きがちで健康状態が心配されます。前回もいろいろ質問させていた

だきましたが、学校給食は、児童生徒に食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身

につけ、健全な心身の育成を図るなど、食育を推進する上で重要な役割を担っている

のではないでしょうか。少子化対策、子育て支援として、せめて第２子半額、第３子

無料にするくらいの助成をすべきだと思いますが、お伺いいたします。 

◎休憩の宣告

○議長（白岩征治君） これより１１時２０分まで休憩いたします。 

（午前１０時５８分） 

◎再開の宣告

○議長（白岩征治君） 再開いたします。 

（午前１１時２０分） 

○議長（白岩征治君） 一般質問を続行する前に皆さんにご報告いたします。１４番大石

雪雄君は所用により一時中座としております。 

   それでは、一般質問を続行いたします。 

   ７番藤田節夫君の一般質問に対する答弁を求めます。教育長、加藤征男君。 

○教育長（加藤征男君） 藤田節夫議員の質問第７点目、学校給食費の無料化並びに軽減

についてお答え申し上げます。 

   学校給食費の無料化につきましては、第２回定例会、お話ありましたように、お答

えしたところでございます。学校給食法第１１条で、給食の実施に必要な施設設備費

運営に要する経費は設置者が負担とし、また、食材費については保護者が負担すると

定められているところから、本村においては、この法に基づき実施してきているとこ

ろでございます。 

   議員もご承知いただいていると思いますが、学校教育課における子ども支援施策に

ついて、例えば要保護並びに準要保護の就学援助により学用品、通学用品、新入学用

品、修学旅行、校外活動費、そして給食費、また、遠距離通学の援助費等についての

補助をしているところでございます。そのほかにも、村としてのこの施策がいろいろ
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なされております。 

   そういう中での議員のご質問の給食費の無料化並びに軽減ということでございます

が、これらのことにつきましては、村予算全体の中でのバランス等により、今後検討

していくということになろうということでお答えをしてまいったところでございます。 

   教育委員会といたしまして、軽減のお話もございましたので申し上げますが、村と

しての戦略の方向性を検討するための資料を求められておりましたので、学校教育課

といたしましては、学校給食費の軽減事業として、第３子以降の給食費の無料化につ

きましては、この資料の提出を申し上げたところでございます。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 答弁を聞いておりますと、前回、前々回と変わりない答弁という

ことで、学校教育法の１１条ですか、そういったことも、るるわかって私は質問して

いるつもりなんですけれども、結局、今多くの自治体で学校給食を無料化にこれを実

施しているところがあります。じゃ、今実施している自治体が給食費無料化にして何

か罰則があるのかというと、これはどこもないわけですよね。そういった意味では、

別にやってはいけない、自治体で無料化にしてはいけないという法律ではないわけで

す。私、何度も申しておりますけれども、そういったことをやっぱりわかりやすく、

いかにもその１１条があるんで無料化はできないというような言い方なので、それは

何か違う言い方、全国的に見た学校給食無料化を見て答弁いただきたいなと私は思い

ます。 

   さらに、今ちょっとわからなかったんですけれども、第３子以降無料化の方向性と

その資料を出しているというようなご答弁だったんですが、そのところもう一度詳し

くお願いいたします。 

○議長（白岩征治君） 教育長、加藤征男君。 

○教育長（加藤征男君） お答えいたします。 

   １１条の件につきまして、まず申し上げますが、これは学校給食法でそのように給

食のことを取り扱っているという、基本的なことを申し上げたことでありまして、そ

のことを、あと、それぞれの各自治体がというお話は、そういうことかというふうに

思っております。 

   第３子のお話ですが、これまでにもそういうお話をいただきまして、無料化にでき

ないかのお話があったというふうに思っています。そういう中で、学校給食の食材費

に当たる部分、西郷村の規模で申し上げますと約１億円の年間の食材費ということに

なります。多額なお金でありますので、そのことと、それから、給食費の無料化並び

に軽減化ということのお話等を相見まして、何かできることないのかと、そういう点

で考えたときに、今後の総合的な施策の村としての方向性ということを検討する際の

資料として、学校教育課からは、その給食費のことを軽減策の一つとして、第３子と

いうことでどうでしょうかということでの資料の提出をさせていただきましたという

意味でございますので、ちょっと言葉足らずだったかもしれませんが、そういうご理

解をいただきたいと思います。 
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○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 給食費全体を見て、第３子は無料にできないかということで資料

を提出したと、村として、それを議題に上げて検討するという理解でよろしいでしょ

うか。わかりました。ぜひそういった方向で、せめて少子化の政策として、第３子以

降にはやっぱりせめて無料、本当は第２子も半額ということで臨んでいただければ幸

いかなと思うんですけれども。 

   これも先ほどちょっと申しましたけれども、１３日付の民友新聞に、地方創生の推

進に向け、人口減少対策の５か年計画の策定に際し、県内の首長にアンケート調査を

した結果が掲載されておりました。県内５９市町村のうち６９％の首長から、子育て

環境の充実を最も重視していることがわかりました。地方創生関連の新型交付金につ

いても、政府のかけ声ばかりで、実質的にはどこまで本気にやるのか不透明で、交付

金についても具体的な制度や金額が示されないため、自治体としてなかなか実施計画

が立てられないというのが現実かなと私も理解をしております。この地方創生も当時

２,０００億円の国家予算を投資するという話でしたけれども、実際はもうその半分

１,０００億円程度というところで、地方の首長としては、本当に政府としてやる気

があるのかというような声も聞かれているところでございますけれども、その中でも、

やっぱり地方自治の首長は、６８％の方が子育て支援に本当に重点を置いていること

がこのアンケート結果でわかりました。村長も当然このアンケートに回答していると

思うんですけれども、そこまで新聞には出ておりませんでした。西郷村長がこういっ

た意見を述べているというようなことだったんですけれども、できれば村長、こうい

ったところで、子育て支援をどう思ってこのアンケートに臨んだのかお答え願います。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 今でお話のとおり、事の本質は、やはりけさ安倍総理が言ったと

同じです。結局、今の日本どうなっていくのかという大きなトレンドがありますので、

それをどう止めていくのか、あるいはいい方向に持っていくのかといったときに、今

の子育てといったことについてどう考えるべきなのかと、急激なる合計特殊出生率の

低下は、いかなることに根源があるのかといったところをずっと分析していきますと、

議員おっしゃるとおりです。やはり第３子以降についての将来の教育費が家計に持て

るのか持てないのかということに突き当たるらしいということがわかってきたわけで

あります。結局のところ、現在では、それを教育費を賄えるだけの所得があるのかと、

これすらもということになりますと、多分、共働きは進むであろうと、これは北欧に

その例を見るがごとく、やはり国家の活力は労働力の確保になりますので、人材の育

成と同時に、現役の働き盛りの人をどう対応するかです。そうしますと、やはり保育

環境とか、あるいは教育とか、お金をかかるところをみずからのサラリーで稼ぐのか

と、それができない場合は国家としてどう見ていくか、この２つになるわけでありま

す。その中間にあって、地方自治体はどう考えるといった場合は、今の国家戦略とし

ての中の少子高齢化対策、多分、今２,０００億円とかの話出ましたが、平成２８年

度以降については、もうちょっとはっきり出てくるだろうと私は思っております。そ
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うしなければ、言われたとおり手を打てないという状況にあります。今の地方財政制

度から言いますと、やはり地方交付税、交付金、交付税制度がやっぱり１６兆円で推

移するといった場合は、新しい手が打てないわけであります。そうしますと、それに

かわる新型交付金、それも使い勝手のよいところ、こういかざるを得ない、そうした

ときに今のお話になるわけでありまして、でも、けさの話からまた総合しますと、経

済はやっぱりこれから力強くというふうに言っておりますが、アベノミクスどういく

のか、同時に今後出てくる問題は消費税であります。８％から１０％にといったとこ

ろがそれが全部、社会保障費に振り向ける、あるいは子育てにどう向けるのかといっ

たところが具体的に出てくるだろうと、私は期待をしております。よって、この部分

が整備される、同時に子育ての財源も裏打ちされるといったことがやっぱり大いなる

期待でありますので、そういった方向でぜひやってもらいたい、もちろん今の財政運

営上、国家としても大変なことはわかりますが、でも、それをやらないと前に行かな

いというふうに思っておりますので、大いに期待しているところでございます。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） アンケートについてどのような回答をしたのかということを聞き

たかったんですけれども、それは置いて、今、消費税のことちょこっと出ましたけれ

ども、８％から１０％にしようという政府の考えですけれども、じゃ８％にしたとき

に消費税はどのように言って８％に上げたかと、税と社会保障の一体化と言ったけれ

ども、社会保障は全然よくならない、悪くなる一方、だから、今の政府のやっている

ことはあべこべなんですよ。またこれ、８％から１０％にして同じようなことを言わ

れ、ところが社会保障のほうは全然よくならないというようなことが起きるのではな

いかなと、私は思っております。本当にこれが１０％になったら、もう子育て支援は

みんな無料にしますよ、みんな無料にしますよと、そういうところに使っていただけ

れば、私たちだってそんなに反対はしないんですけれども、ところが税の使い方が今

問題であると、ましてや戦争法案が通った中で、本当にそっちのほうにお金がいっち

ゃうんじゃないかという心配もされますんで、こういったことは私は期待をしており

ません。地方創生は平成２８年度から交付金がはっきりするということですけれども、

まだこれも来年度の話であってはっきりしてないので、本当に苦労するのかなと思い

ますけれども、いずれにしても子育て支援が一番と私は思っております。 

   それで、これも新聞に載っていましたけれども、厚生労働省がまとめた２０１５年

版の労働白書の中で、ゼロ歳から１５歳の子どもがいる人のうち、子育て不安や悩み

がある人は７割から８割いることがわかったと、これは厚生労働省の発表ですけれど

も、不安の原因は、安定した雇用と収入が９６.８％で断トツでした。ほかには、仕

事と家庭の両立、長時間労働などの働き方の見直し、そして、安心して保育サービス

を利用できること、これも９割を超していると、今、村長が働き方言われましたけれ

ども、まさにそういった時代が、今でもそうですけれども、これからもますます、労

働派遣法もせんだって成立されまして、さらに厳しい労働条件が課せられることにな

りました。出生可能な若者たちがこのような状況では、ますます少子化に歯止めがか
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かることが期待できないと思います。そういう中で、やっぱり自治体の果たす役割は

本当に重要なものとなってきているのではないでしょうか。村としても、理由をつけ

て検討しますではなくて、ほかの自治体ですぐれたそういった子育て支援、政策を実

施しているので、ぜひ村としても、本当にこの西郷村、子どもを産み育てる、そうい

った村に適した、それこそ日本一にならなくてもいいですけれども、県内で一番目と

か上位の子育て支援、西郷は大したもんだというような政策を打っていただきたいと

思います。 

   それでは、次の質問に移らせていただきます。 

   質問の２点目としまして、原発事故で村が覆った損害に対する東京電力の賠償状況

についてお伺いします。 

   まず、これまでの村の東電に対する請求額と賠償金額をお示しいただきたいと思い

ます。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） それでは、７番藤田議員の一般質問の第２についてお答

えいたします。 

   村がこうむった損害額、それから請求額についてでございますが、平成２３年から

２５年度分までの合計で申し上げます。一般会計分が２億１,４６７万（不規則発言

あり）はい、一般会計分が２億1,４６７万４,５１９円でございます。企業会計分が

１,６３１万９,７０７円となっております。 

   この請求に対します平成２７年８月末時点での賠償支払いの状況でございますが、

合計で一般会計分１,２９６万５,１６５円、支払い率といたしまして６.０％でござ

います。それから企業会計分、こちらは１,１４８万５,４２５円、支払い率といたし

ましては７０.４％となっております。 

   以上でございます。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 一般会計でわずか０.６％しか東電からお金が入ってない（不規

則発言あり）ごめんなさい、６.０％ね。企業会計としては７０.４％ということです

けれども、この中身です、賠償された項目、さらには、東電が支払いに応じなかった

ものをわかれば教えていただきたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） お答えいたします。 

   請求の主な内容でございますが、一般会計のほうでは大きく３点ございます。１つ

は線量低減化対策や健康管理対策などに関する補助事業で、村負担を求められた経費

や村単独で実施した経費、２つ目が税の減収分、それから３つ目、除染に係る人件費

となっております。また、企業会計につきましては、公共下水道事業、農業集落排水

事業の汚泥処理費用、それから、水道事業の水道検査費用などを請求してございます。 

   原子力損害賠償紛争審査会、原賠審の中間指針に基づきまして、東京電力との間で

賠償支払いの合意を得られたものといたしましては、一般会計では線量測定器の備品
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購入費、それから、農産物検査費用の一部、それから、入湯税の減収分、企業会計の

ほうでは、公共下水道事業、農業集落排水事業の汚泥運搬処分、それから、検査費用

ということでございます。 

   以上でございます。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 今お話しされましたけれども、これちょっと言われただけではわ

からないんで、どういったものを村で東電に請求しているのか、また、支払われたも

のはこれとこれでこれだけのものだということを、後で結構なんで、一覧表にして皆

さんに配っていただきたいと思うんですけれども、議長の名でお願いしたいと思いま

す。 

○議長（白岩征治君） 資料の請求がありましたので、後日配付していただきたいと思い

ます。７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） この報告を聞きますと、もう相当、東電は私たちを馬鹿にしてい

るというか、どっちが加害者でどっちが被害者かわからないような損賠の問題ですけ

れども、こういった状況で、これまでどういった東電との交渉をしてきたのか、また、

今後の対策はどのように考えているのかお願いいたします。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） これまでどういった取り組みかということで、福島県全体の

２００団体以上の損害賠償対策協議会、私も副会長で入っております。あれは地方自

治体のみならず、経済団体も含めた全部の協議会でございます。先般、ことし春、夏、

初夏です、福島に全団体集まって、副大臣が髙木さんはじめ、おいでになったところ

でございます。 

   現在、一般会計の中で人件費、全然見てくれておりません。私たちはこの除染、最

重要課題だということで今、数百億円投入して、国費でありますが、やっております。

こういったものに係る人件費は認められていない、これはとんでもない話だというこ

とがありますので、もちろん直接質問をしたり要求をしたりしてまいりました。なか

なか今言いましたとおり、支払いの構造、財源等がいろいろ複雑になっております。

具体的に損害賠償、東京電力、それ以外では地方財政上の特別交付税とか、いろんな

ことがあって、両方同時にやろうということできましたが、今のところは、やはり町

村会として年末に１年分まとめて請求する、それに対する答弁、答えを求める、そう

いったことを繰り返しているというところが実情でございます。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） 県の２００団体以上で東電に対して要求しているということで、

これは福島県だけじゃなくて、ほかの県、県外の自治体も一緒なのかなと思っており

ますけれども、私がちょっと調べた中では、ほかの県ではＡＤＲ、原子力損害賠償紛

争センターに対して和解仲介の申し立てをして、これで和解をしているというような

県もありますんで、これは村だけじゃなくて県が中心にやっていると思うんですけれ

ども、県としてはそういった考えはないのでしょうか。 
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○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） ＡＤＲについての申し立ては、浪江町等で一昨年ですか、申し立

てをしてということで継続になったり、あるいは一部和解が出ましても、これを承諾

しなかったりということの状態が続いているところでございます。 

   もちろんほかの県についても、県段階の損害賠償のいろいろ団体あるとは思われま

すが、またほかの県については、ちょっと今のところ把握しておりません。 

   この原子力発電所の所在県としてということで、まず福島県が先頭に立つといいま

すか、当事者として一番最初につくるべきだということでできた団体でございます。 

○議長（白岩征治君） ここで、大石雪雄君が着席いたしました。 

   ７番藤田節夫君。 

○７番（藤田節夫君） ほかの県とかあれは承知してないということですけれども、私が

ちょっと調べた中では、岩手県が県内の市町村と協議をして、ＡＤＲに申し立て和解

案をかち取っていると、さらにちょっと離れていますけれども、松戸、柏、流山、あ

の近辺の８の市ですか、そこではもう共同でＡＤＲに上げたと、これはまだことしの

１月ですか、ＡＤＲに申し立てをしているというようなことがちょっとネットに載っ

ていましたんで、ぜひこのＡＤＲというのを活用して、もっともっとやっぱり村民、

国民にわかるようなことをしていかないと、私も本当にこれ、どのぐらい請求してど

のぐらい東電から入っているのか全然わからなかったんで、こういった調べてみたら

ば、西郷村だけじゃなくて、ほかの自治体も似たようなものでということがわかりま

したんで、このまま本当にずるずるいったんでは東電の勝ちというか、そういうのに

なってしまうんで、ぜひやっぱり盛り上げていってもうやらないと、これもし東電か

ら東電に請求したものが入ってこないとなると、これはみんな村税で負担をしなくち

ゃいけないということになることですよね。そういったことだと、もう金額が莫大な

金額になるんで、これが入ってくるか入ってこないでは、本当、村の財政も全然変わ

るし、こういうように変わった新しい事業が本当にやっていけなくなると思いますん

で、ぜひ村長は、県の副会長をやっていらっしゃるということなんで、そういったこ

ともやっぱり強く出していただき、今後、全額やっぱり東電に、請求したものを全額

もらえるように頑張っていただきたいなと思います。ましてや、まだまだ放射能対策

というか終わったわけではないので、これが続いていきますんで、ぜひ完全賠償でき

るまで請求をし続けていっていただきたいと思います。 

   以上で私の一般質問は終わります。ありがとうございました。（「県の会長の時に

……かつて」と村長の声あり）かつてか。 

○議長（白岩征治君） ７番藤田節夫君の一般質問は終わりました。 

   続いて、通告第５、１１番上田秀人君の一般質問を許します。１１番上田秀人君。 
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◇１１番 上田秀人君

          １．子育て支援と少子化対策について 

          ２．マイナンバー（国民共通番号）制度について 

          ３．ゴミの有料化について 

○１１番（上田秀人君） １１番、日本共産党の上田秀人です。通告に従いまして一般質

問を行いたいと思います。 

   まず、質問の１点目といたしまして、私も藤田議員と同じように、子育て支援関係

について質問をしたいと思います。 

   まずはじめに、子育て支援と少子化対策についてということで、まず１点目、子育

て支援について伺いたいと思いますけれども、現在、村が実施している子育て支援策

について簡単にご説明いただければと思います。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） １１番上田議員の一般質問にお答えいたします。 

   現在、村が実施している子育て支援策について概要ということでございました。 

   現在、村が実施しております子育て支援策でございますが、その態様は各般各層に

わたる広範なものでございます。実施事業を体系的に申し上げますと、地域における

子育て支援、母子保健の取り組み、仕事と家庭の両立支援、さらに教育環境、子ども

の安全対策等の８体系にわたる各種施策を実施しているところであります。体系別の

主な事業を申し上げますと、地域における子育て支援としてつどいの広場、ファミリ

ーサポートセンター、母子保健の取り組みといたしまして乳幼児健診、健康診査に健

康相談、各種予防接種等の事業を実施しております。また、仕事と家庭の両立支援と

して乳幼児保育や学童保育を実施するとともに、子どもの安全対策として舗道防犯灯

などの安全施設の整備に加え、全村挙げての交通安全街頭指導、子どもの安全見守り

隊などの活動も実施しているところでございます。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君の再質問を許します。 

○１１番（上田秀人君） ただいまご答弁いただいたわけですけれども、８体系多岐多様

にわたっての子育て支援を行っているということで理解をしたいと思います。 

   その中で、さらに進めていきたいなというふうに思うんですけれども、先ほど来か

ら地方創生の流れもお話がございました。この地方創生の前段としまして、

２０１２年に成立した子ども・子育て関連３法に基づいて、２０１４年においては新

たなる制度への円滑な移行を図るとして、２０１５年度当初から円滑な実施としてい

る子ども・子育て支援制度において、現在、西郷村で実施している内容についてとい

うことで、お示しを含めての説明かなというふうに理解をしております。 

   そういった中で、２０１２年成立しました子ども・子育て支援関連３法に基づく子

ども・子育て支援制度、２０１４年１２月には人口減少問題克服のために、まち・ひ

と・しごと創生長期ビジョンと、まち・ひと・しごと創生総合戦略が策定されたとい

うふうに理解をしております。さらには、２０１５年３月には新たに少子化対策大綱

ということで、閣議決定がされたというふうに理解をしています。国が少子化の対策
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に対する考えをまとめたものだというふうに理解をしております。このことについて

この場で発言は控えますけれども、これを受けて、西郷村では具体的にどのような対

応をとられているのかということを伺っていきたいなというふうに思います。 

   はじめに、子育て支援の中で、これらの法の中にある地域ニーズに対応した多様な

子育て支援の充実として掲げられているというふうに理解をしております。その中で、

利用者支援事業、地域子育て支援拠点の設置促進とありますけれども、具体的な対応

は、西郷村においてはどのような対応をされているのかお示しください。 

○議長（白岩征治君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） お答えします。 

   ただいまの質問の拠点整備事業ということで、同質問かと思います。 

   拠点整備といいますと、いろいろなニーズに伴う子どもさんのどういうふうにした

らいいとか、そういうふうな采配等かと思います。子育て関係のそういうふうな福祉

の施策とか保健関係につきましては、福祉関係につきましては当然、福祉課のほうで

相談等を受けて保育園、児童クラブ、あとはつどいの広場とか、いろいろなやつで相

談に乗ってするんですが、中身の子育てとか、特に近年、障害関係の子どもさんのや

つとかになると、保健センターの保健師さんのほうの専門的な知識でやってもらって

いるのが現状です。今申されました新制度への拠点というセンター的なやつについて

は、現在、自主的にまだ取りかかってはいない段階ですが、それが今先ほど申しまし

たような子育てに、そういう施策が停滞しない、または、取り扱いについてはそうい

う各部署で対応しているところでございます。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 私今日資料を持ってきたのをちょっと見落としてたんで、今

２つのことを一緒に言ってしまいました。地域のニーズに対応した多様な子育て支援

の充実ということで、まず１）の利用者支援事業、これは国がまとめたものです。こ

れの利用者支援事業として子育て家庭や妊産婦が教育、保育施設や地域子ども・子育

て支援事業、保健、医療、福祉等の関係機関を円滑に利用できるよう身近な場所での

相談や情報提供、助言等、必要な支援をするということが、まず、この利用者支援事

業、もう１つが、私続けて言ったのが地域支援子育て支援拠点の設置促進、これは今

課長が答弁された部分ですよね。子育て家庭等の負担感、不安感を軽減するため育児

不安に対する相談、援助や親子が気軽に集うことができる場の提供を行う、このこと

がこの少子化に対する問題をクリアしていくための一つの解決策ではないかというこ

とで、国が示しているんです。これに対して、２０１２年度からこの保護の原案みた

いなものができている、１３年、１４年と追っかけてきている、１５年からもう正確

に当初からもうスムーズに入ってくださいよということで、国から指導が来ていると

いうふうに私は理解していたんですけれども、今の答弁ですと、指導が来てなかった

のかなというふうに理解するんですけれども、もう一度答弁お願いいたします。いか

がですか。 
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○議長（白岩征治君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） お答えいたします。 

   ただいまの子育てに係る新制度に合わせましたそのような拠点の整備の点につきま

しては、いろいろな通達で、連絡等についてはもちろん入ってきたところです。先ほ

ど申しましたとおり、そういうふうな専門的なそれを全て一元化するような子育ての

拠点の整備については、まだちょっと着手の状況に入っていないということで、先ほ

ど申しましたとおり、専門的な場所でそれぞれやっているところでございます。 

   以上です。 

◎休憩の宣告

○議長（白岩征治君） ここで午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時５９分） 

◎再開の宣告

○議長（白岩征治君） 再開いたします。 

（午後１時００分） 

○議長（白岩征治君） 休憩前に引き続き一般質問を続行いたします。 

   １１番上田秀人君の一般質問を許します。１１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） さらに続けていきたいと思いますけれども、私が先ほど来、資

料として申し上げたのは、これは厚労省のほうで出しているものなのかな、総務省だ

ったかな、ちょっと記憶が曖昧なんですけれども、出した資料を見ながらのお話なん

です。 

   ２０１５年度には、きちんとこの計画どおり進めていくべきであろうと、これは多

分努力目標に定められていることなのかなと思うんですけれども、今私言った、その

利用者支援事業、あとは地域子育て支援拠点の設置促進ということで、これ、相談業

務とかの部分が大きなウエートを占めているなというふうに、この内容を読んでいる

と思うんですよ。そこが私は一番村が弱いと思うんです。 

   人が人を育てていく、人が人を育てるときに、私も３人の子を育てた親の１人とし

て、育てている最中にやはりいろいろな不安が出てきます。そのときに、ここにもう

たっているように、相談できる場所、気軽に声をかけられる場所、気軽に行って話を

聞ける場所、そういうところがこの西郷村にも必要なんじゃないか。そのことをやは

りもっと力を入れるべきではないかというふうに考えるんです。そのことを国も、恐

らくこの内容の中に盛り込んできたんだなというふうに思うんですよ。 

   その中で専門的知識を有する方も必要だと思うんです。村でいえば保健師、栄養士、

必要だと思います。そのほかにも、やはり子育てを経験している保育士さんとか民生

委員の熟練のお母さん方と言ったら変な言い方なんですけれども、そういう経験を多

く持たれている方も、やはり集える場所があったらいいのかなと思う。そのことによ

って、側面から、その子育てを支えられる、そういう行政が今必要ではないかと考え

るんですけれども、そのことについてはどうお考えになりますか、伺います。 

○議長（白岩征治君） 福祉課長。 
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○福祉課長（中山隆男君） お答えします。 

   ただいまの支援拠点の事業ということで、議員おただしの件については、高齢者関

係ですと保健センターに包括ですか、そういうふうな形で相談できるようなところと

いうふうなご質問かと思うんですが、児童関係につきましては、先ほど午前中にご説

明したとおりなんですが、それを一括して、いろいろな福祉とか相談とか、そういう

やつの一括して相談できるやつについては、残念ながら、まだちょっとできてはおり

ません。 

   ただ、場所、場所に応じまして、福祉で出れば当然福祉課のほうで、あと子育て相

談とか、そういうふうなことであれば保健センターの保健師さんとか、あとは児童館、

保育所のそれぞれの先生方が相談に乗っているところでございます。 

   あともう一つ、親御さんの集いができる施設ということで、先ほどあったんですが、

そこにつきましては、つどいの広場ということで開設しております。それは村のほう

から社協のほうに委託をしまして、今、高齢者福祉センターのほうで毎日開催してい

るところでございます。 

   状況的には以上のようなんですが、おただしのような総括をして、保育所に行く、

保健センターに行く、福祉課に来る、そういうところじゃなくて、１か所に来れば全

て済むような形での支援センター的なやつについては、今後設置に向けて検討してま

いりたいというふうに思っています。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） ただいまの答弁をいただいて、今後検討をしていくということ

なんですけれども、国の方針としては、２０１５年までに設置をすべきだというふう

な旨の内容だなというふうに理解をしております。 

   さらに、これを読み進めていくと、一時預かり、また幼稚園の預かり保育、あとは

保育園における預かり保育の推進などとうたっていますけれども、さらに進んでいく

と、多様な保育サービスの提供ということで、先ほど７番議員の質問に対して課長答

弁されましたけれども、親のニーズもあると。 

   そのニーズに対してマッチしていかなきゃならない、合わせていかなければならな

いということだと思うんですけれども、その部分にも触れる可能性があるかと思うん

ですけれども、多様な保育サービスの中で延長保育、これは現在村が実施していると

いうふうに理解をするわけですけれども、夜間保育、あとは病児保育ということで内

容が出てきております。この夜間保育に関しては、西郷村ではどのぐらいの要求量が

あるのかというのは、ニーズを調べてみないとわからないと思うんですけれども、こ

こもやはり対応していくべきではないかと思います。 

   あとは、以前からの話によく出るのが、病児保育に関してですよね。この病児保育

については、昨年の１２月議会のときに示された定住自立圏構想、この中で圏域とし

て子ども・子育て支援制度に沿った病時保育ができるというふうに書いてあったんで

すね。これは平成２８年度以降とされていたんですけれども、具体的に、これ、広域
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圏ではどういう話になっているのか。これは要するに市町村圏で整備をして、病児保

育をやっていくんだよという考えを示されているというふうに思うんですけれども、

このことに関してはどのように進んでいますか、伺います。 

○議長（白岩征治君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） お答えします。 

   それで病児保育ということでの内容かと思います。 

   病児保育につきましては、議員、今のおただしの中での白河地域、定住自立圏構想

の協議会ということで、白河、西郡東郡でつくっている協議会でございます。その中

で病児保育、昨今の報道とかにもかなり重要ということでは載っているんですが、ニ

ーズ等も多分かなり限定される、なおかつその条件として看護師、できれば医師とい

うふうな形もあるものですから、先ほど言いました白河地域の定住の協議会のほうで

広域的に設置の検討ということで、村のほうから、その協議会に１つのテーマとして

投げかけさせていただいて、白河市さんのほうで厚生病院とか、白河は病院とか、そ

ちらのほうと今実施に向けて詰めているというふうなお話を聞いております。 

   現在は以上のような状況です。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） さらに質問を続けたいと思うんですけれども、この中でファミ

リーサポートセンターの普及促進ということで内容が書かれております。先ほどの私

の１回目の質問の答弁の中に、ファミリーサポートセンターという答弁を村長はされ

ました。これ、具体的に村ではどのような進め方になっているのか、どのように設置

されているのか、具体的にお示しください。 

○議長（白岩征治君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） お答えします。 

   ファミリーサポートセンター、現在、村のほうでは社会福祉協議会のほうに委託を

しております。子どもの養育をお願いしたい人、あとは、それらを受けたい人の仲を

取り持って、派遣とか、あとは決められた場所でやるというふうな形でやっておりま

す。 

   現在、社協のほうのファミリーサポートセンターのほうには、受けてやるという人

が１９名の登録で今実施しているところでございます。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） ただいまの答弁をいただいて、社協のほうに委託をしていると。

１９名の方が登録をされて実施をしているというお話でございました。このファミリ

ーサポートセンター、先ほど答弁を聞いて、えっと思ったんですけれども、以前、社

会福祉協議会の中にファミリーサポートセンター立ち上げるということで、村の米地

区の古い集会施設だったと思うんですけれども、それを借り受けをして、中を改修を

して、そこで立ち上げをしてやりますよという話がございました。この話には私もか

かわったんですよ、実は。施設の改修とか、いろいろ手伝いをいたしました。中の片
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づけやったり、建物をちょっと手直ししたりとかいうのをやりました。組織の立ち上

げにも絡みました。 

   そのときにも、いろいろな話が出ました。さきの質問の中で出た病児保育の部分で、

要するに病気の子どもさん、子どもさんというのは特に急変する可能性があるという

ことで、どう対応したらいいのか、いろいろな話が出ました。そういう話をしている

最中に、私の中では自然消滅したという記憶しかないんですよ。それとも、私が邪魔

だから連絡がなくて、ファミリーサポートセンターの組織づくりから、もう外された

のかというのはわかりませんけれども、そういう記憶しかないんですよ。 

   具体的に本当、このファミリーサポートセンターというのは、社協が動かしている

のか、実施しているのかということなんですよ。そのことはどうなんですか。担当課

として、どのように把握されていますか伺います。 

○議長（白岩征治君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） お答えします。 

   ファミリーサポートセンター、前には米の公民館とか、その後に現在の米の児童ク

ラブをやっているところの１室でやっていたというふうな記憶はございます。その当

時につきましては、自主的団体でやっていたんですが、実質、その経過の中で、もう

やり切れないから社協のほうに移管したというふうな経緯がございます。 

   現在は、先ほど説明したとおりに、村のほうで委託というふうな形で社協のほうで

実施しているところでございます。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 私もかかわったときには、社会福祉協議会のほうから、担当さ

れている方からお声がけをいただいて、お手伝いいただけませんかということで手伝

いをした記憶があるんですよ。その方も今はもうその職を離れてしまったみたいなん

で、どうなっているのかなという話も十分にわからないんですけれども、私から見れ

ば、きちんと機能してないと思う。これは社協が悪いとか、誰が悪いとかじゃないと

思う。これは村全体が悪いと思っています、私は。 

   先ほども言ったように、人を育てるのは人なんですよ。その人を育てていくことが、

この行政の役割だと思うんですよ。そのことがこの西郷村というのは非常に遅れてい

るというふうに思うんですよ。人を育てていく、人を育てていくことによって組織を

つくって、そのことによって村全体で子育てをしていく、子育てを支援していく、こ

ういう考えが必要だなというふうに考えるんですけれども、そのことを踏まえてきち

んと対応していただきたい、このように考えるわけであります。 

   続いて、次の質問に入っていきたいと思うんですけれども、保育園の待機児童につ

いてお示しをくださいということで質問入れたんですけれども、先ほど来、７番議員

の質問の中で待機児童数が出した。２１名の方が今待機されていると。うち１３名は

求職、保護者の方が今職を求めている方の子どもさんが１３人。実際に仕事をされな

がら子育てをして、８人の方が今保育待機状態になっているというふうに理解をする
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わけです。 

   このことに対しての先ほどの答弁ね。言葉尻をつかまえて非常に申しわけないと思

うんですけれども、定員オーバーにより１５３％という説明がありましたよね。みず

ほ、まきば、川谷で入園できない。要するに、定員オーバーで入園できない理由にな

っていると思われます、待機児童の解消を図っていきたい、増改築を検討していきた

い、こういう答弁なんですよ。それで本当にいいんですか。 

   今実際に２１名の方がいらっしゃるんですよ。現実に８名の方は仕事をやりながら、

誰かほかの方に自分の子どもさんを預けながら仕事をされている。１３名の保護者の

方は、今仕事を探している。現実に仕事が決まって、子どもが預けられれば、すぐに

職に復職できるという方もいらっしゃるんですよ。そういう方たちに対して、この答

弁で本当にいいんですかと私は思うんですよ。 

   私は例えば、みずほ、まきば、川谷、分園でもつくって、すぐにでも、この２１名

に対して、保育の欠ける方に対してきちんと保育をすべきである、そのように考えま

すけれども、いかがお考えになりますか、伺います。 

○議長（白岩征治君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） お答えします。 

   待機児童の合計、先ほどのご説明しまして、有職者が８名、求職者が１３名という

ことで、２１名の現在待機児童がいるというふうなご説明をいたしました。その中で

議員がおっしゃるように、確かに現在、入れれば働くというふうな形で、ご不便をお

かけしているんですが、村のほうでも年度当初から、待機児童につきましては、あき

とか何かが出たときには、いろいろ条件を精査して優先順位の高いほうから入園をさ

せております。現在は、４月からの待機児童では９月までで４人が入園に至っている

と。あと、まきばでも１２月には数名の児童が入れるというふうな今現在の見通しが

あります。 

   先ほども説明の中でも言ったんですが、何々保育園じゃなければだめだというふう

な親御さんもちょっといるものですから、本来は違う保育園さんだったら入れますけ

れども、どうですかというふうな形にも振るんですけれども、そういうふうなことも

あって、先ほど来言っている２１名の待機児童がいるというふうなことでございます。 

   もちろん、早急に整備もちょっと考えまして、これらの待機児童が解消するように

図ってまいる所存でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 親のニーズもあると。その保育園を指定してくると。どこどこ

の保育園がいいとかと指定してくる、それに対して村は応えることができないという

お話だと思うんですけれども、それは単なる私は詭弁だとしか思えないんですよ。親

は、やはり自分の生活環境をいろいろ考えて、やはり自分の職場の通り道のそばがい

いとか、近いところのほうがいいとかと、そういう考えが出てきますよ。それに対し

て、きちんと応えるべきではないか、応えるように努力をすべきではないかと思うん
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です。 

   その以前に、今定数オーバーはしていますよね、１５３％。保育環境としては決し

ていい状況ではないわけですよね。その部分も考えて、先ほど言ったように分園とか

アイデアを出して、今困っている方に対してきちんと対応すべきではないかと、それ

が今、村に求められていることではないんですかと考えるんですけれども、もう一度

伺います、いかがですか。 

○議長（白岩征治君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） お答えします。 

   待機児童２１名なんですけれども、議員がおっしゃること十分承知しております。

担当課のほうでもいろいろ精査して、増築とか、そういう関係で、もちろん基準もあ

るものですから、基準については延べ床面積とか保育士とか、そういう状況あるもの

ですから、そういうものを精査して、なるべく早く解消に至るように取り計らってい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 恐らく平行線になると思いますので、この辺でおさめたいなと

いうふうに思うんですけれども、なるべく早くということではなくて、今日、明日に

でも解決しなければならない問題だと思うんですよ。 

   今私が言ったのは、分園というお話をしましたけれども、私のこの頭の中で今考え

ただけの話なんで、優秀な方たくさんいらっしゃるわけですよね。この地方創生関連

の予算というのは、アイデア次第では本当に幅の広がるものがある。 

   先ほど藤田議員からも質問の中で触れたように、１３日の民友新聞でしたか、あの

新聞の中での首長さんたちのアンケートの中で、やはり閉塞感的な話が結構ありまし

た。しかしながら、こういった資料を読み解いていくと幅が比較的広いのかなと。そ

れはアイデア次第でいくらでもできる可能性があるのかなというふうに理解できると

ころあるんですよ。そこをちゃんと考えて対応すべきだなというふうに強く求めて、

次の質問に入りたいと思います。 

   少子化対策についてということで次の質問伺いたいと思うんですけれども、少子化、

この西郷村においても少子化の波が進んできているというふうに理解をするわけでご

ざいます。把握されているのであれば、過去５年間の年間出生数をお示ししていただ

きたいなというふうに思います。いかがでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） お答えします。 

   過去５年間における年間の出生数についてでございますが、平成２８年が１８１名、

２３年が１９１名、２４年が１９０名、２５年が１９７名、２６年が１８４人となっ

ています。５年間平均では１８９名です。 

   以上です。（不規則発言あり）すみませんでした。２８年と申しましたが、最初は

平成２２年です。訂正します。 
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○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 過去５年間の今、出生数を示していただいたんですけれども、

５年平均で１８９名ということで、十数年前から比べると２０人から３０人程度、こ

の西郷村においても生まれる方の数が減っているなというふうに考えるところでござ

います。 

   先ほど来からいろいろお話が出ていますように、この子どもさんの数が減ってくる

ということは、非常にちょっと、これ自治体にとっては危機的な部分があるのかなと

いうふうに思うんですよ。１組の夫婦が生む合計特殊出生率ですか、１.８とかとい

う、先ほど村長答弁されていましたけれども、この数字を上げるために、村は、じゃ、

具体的にどのようなことを実施されているのかお示しをしていただきたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 福祉課長。 

○福祉課長（中山隆男君） お答えします。 

   現在、村が実施している少子化対策についてということです。 

   少子化対策につきましては、最初の質問で、現在村が実施している子育て支援策に

ついてということで質問がありました。その中で、村につきましては８項目におきま

して、いろいろな部署で子育て支援をしているというふうにお答えしております。 

   それで、現在村がやっているということで、今年度より、議員も質問の中でおっし

ゃった子ども・子育て支援制度ということでスタートしまして、児童クラブ関係、前

は小学校３年生だったんですが、小学校在学中ということで、６年生まで預け入れを

するということで、かなり人数も上がっております。 

   それで小田倉児童館なんですが、今、実質増築というか、第２児童館の建設という

ふうな形で進めております。当初は小田倉小学校の１室を借りて、現在もそうなんで

すが、１クラスについては、こちらの学校のほうでやっているということがあるんで

すが、中でやっていると、いろいろな困ったことも出てくるものですから、それらを

児童クラブに入っている子どもさん、同じ取り扱いにするべき施策としまして児童館

の建設ということで、なるべく早く年内にはつくって、そちらのほうで小田倉児童館

の子どもさんを放課後見ていきたいというふうな形で進めているところでございます。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 少子化についてのお話で、子育て支援とごっちゃになっている

部分がありまして、私、聞いている本人もちょっと混ざっている部分があるんで、答

弁しづらいだろうなと思って、今、答弁聞いていたんですけれども、先ほども藤田議

員の質問の中にもありましたように、今年の９月１６日の民友新聞ですか、１５年版

厚生労働白書というのが出されて、この中で子育て不安が７割から８割と大きな見出

しがあって、その中にもいろいろ書いてあります。 

   それ以前にも、私、この場で申し上げたと思うんですけれども、朝日新聞のアンケ

ート調査の中で、なぜ１組の夫婦が子どもを１人以上持たないのかとか、複数なぜ持

たないのかというアンケートをとったことがあったと思うんですよね。そのときの回
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答が、さきに村長答弁されたように、お金がかかるから子どもを持たないんだという

ことなんです。これに対して、村が、じゃ、経済的支援をしてあげろというわけにも

いかないですよね。だから、雇用の場をまず確保しなければならないだろうと。ここ

をきちんと充実させていかなきゃならないだろうというふうに思うんですよね。派遣

とかと非正規雇用の身分が不安定な状態で子どもを持てといっても、将来的な部分を

考えれば、子どもを多く持てないというのはもう当たり前なんですよ。 

   そういった中で、じゃ、村がいかに支援できるかというところで、さきに申し上げ

たように、やはり側面から子育てを支援できる、さらには保育園なり、幼稚園なり、

さまざまな子育て支援の手助けをしていく。それが保育園の無料化だったり、先ほど

藤田議員が言われたように、学校給食の無料化とか、いろいろな部分に絡んでくるの

かなと思うんです。 

   そのことを踏まえて、この質問の一番最後の項目の保育料の無料化、先ほども藤田

議員質問されて、答弁を先ほど黙って聞いておりましたけれども、私のほうからもう

一度伺います。保育料の無料化実施すべきではないかと考えますけれども、いかがお

考えになりますか。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） お答えします。 

   今、この白書の問題、あるいはこの新聞の論調、ずっと聞いておりまして、ご指摘、

そのとおりだと思います。これは、やっぱり冒頭、藤田議員にも申し上げましたが、

国家として取り組むということがいよいよ明らかになったんだという期待を私はして

います。その中において、どのような施策がということで、その先ぶれとして、今ま

でこのファミリーサポートとかありました。皆さん、それにかかわっていただいて、

その先鞭をつけられたこと、まことにありがたく思っております。 

   今後どうするかということであります。大きく、今、議員申されましたように、国

の仕組みがそう変わっていくのが一番望ましい。前々から申し上げておりますように、

福祉は北欧型にいくのがいいのかなと。当然、この高福祉高負担ということになりま

すので、それが１００％はいかんだろうと。そうしますと、その中間においてという

子育てはどうかというふうになりますと、今言われたとおりです。前に申しましたと

おり、みずから稼ぐか、あるいは国がバックアップするか、その中間において地方交

付税制度における地方財政の中で、どう自治体がバックアップするか、この取り組み

のちょうどいいところ、これを目指すようになるだろうというふうに思っております。 

   申されましたとおり、やはり地方交付税という制度があって地方自治体の財源が決

まっている。それを打破するためにはというふうになりますと、やはりこの税収等を

上げていく必要がある。その中において、村は何ができるかというふうになります。

そうしますと、現在の予算、あるいは歳入構造等を見て、もちろん景気に判断される

わけであります。なかなか法人税の減税等が出てきて、今後とも地方税の法人はどう

なっていくんだろうと。あるいは、それにリカバリーできる地方交付税うまくいくの

かと。その原資も国家の税収だろうと、いろいろ考えていきますと、なかなかそう簡
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単にはいかない。しかし、その中において財政運営上、やっぱり村が何をすべきかと

いうふうになりますと、子育てでできるもの、保育料の無料化等が今出ておりますね。

もちろん、これも当然、担当課でもいろいろ案が出ております。 

   そういう中において、やはり国・県、あるいは市町村タイアップしてやるもの、あ

るいはできることからやっていくものという取捨選択になっていくだろうというふう

に思っておりますので、議員諸兄いろいろ同じことを申されております。この中にお

いても、お達しのとおり保育料、あるいは子育て、あるいは、あるいは、いっぱいあ

りますですね。よりできるところからの取捨選択でやっていきたいという意欲を持っ

ているところでありますが、ただ、その出発時期、あるいは財源等については、まだ

ちょっと詰めていく必要がありますので、先ほどからもう少し検討させていただきた

いというふうに申し上げているところでございますので、ご理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 今、答弁をいただいたんですけれども、先ほど藤田議員に答弁

された内容と同じだ、ずれがない、すばらしいなと今思って聞いています。 

   内閣府がまとめた少子化社会対策大綱というものがございますよね。この中で、今

ちょっと読み返してみたんですけれども、既に幼児教育、保育にかかわる保育料の負

担の軽減、先ほど言った第２子半額、第３子無償、３人以上の子どもを持ちたいと希

望を実現するための環境を整備するため、子育て、保育、教育、住居など、さまざま

な面での負担軽減や社会の全ての構成員による多子世帯への配慮促進に取り組むとい

うこと、これが大綱として内閣で決めている内容なんです。取り組むなんですよ。こ

れで本当に、先ほど藤田議員も言われましたけれども、期待できるのかなと思っちゃ

うんですよ。 

   私は１つだけ、これ、評価するのは、私と同じで、子どもはやはり国全体で、この

村でいえば村全体で育てるべきだというふうに思うんですよ。ということは、少子化

というのは、西郷村の先ほども申し上げましたように将来を根幹から揺るがす大きな

問題に発展するんだということを強く認識すべきだと思うんです。もし、西郷村の将

来を担っていってくれる子どもたちがいなくなってしまったら、この西郷村はどうな

りますか。西郷村そのものがなくなってしまいますよね。そして、我々も今こうやっ

て年を重ねていく上で、やはりもっと年を重ねたときに子どもたちがいなければ、私

たちは、じゃ、どうしたらいいのかというふうになってしまう。そこに特化するわけ

でもありませんけれども、ですから、この少子化対策、子育て支援というのは、本当

に、村の根幹にかかわる問題だなというふうに思うんです。 

   子どもが１人生まれてくるのに、通常であれば十月十日かかるわけですよね。今日

言って、はい、明日、じゃ、１０人、２０人と増えるわけじゃないんですよ。今、第

一歩を踏み出していかなければ、将来にわたって大きな問題に発展するというふうに

考えるわけです。ですから、今ここで１つの方向性を示すべきではないかと思います

けれども、村長、いかがお考えになりますか。もう一度伺います。 
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○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） もちろん言っていることはそのとおりで、よく理解しているつも

りです。方向を示すべきだ、もちろん取り組む。これ、方向がもう出ております。私

もそう思っております。やっぱり去年の選挙のときに、もっと子どもに優しい村づく

りをしたいと申し上げてきました。そのためにはというふうになりますと、一回施策

はやっぱり始まったら１０年やめられないということを念頭に置いて、どういうふう

に構造の変化が起きてくるのか。 

   もちろん、景気がうまくいくということが把握といいますか、しっかり頭にたたき

込まれれば即座にやる部分がいっぱいあります。そういったことを念頭に置いてとい

うことで、ただ、そのために国家も苦しんで法人税下げたりということがあります。

ただ、それはダイレクトに地方財政に連動するものであったり、なかなか把握できな

いものがある。そういうことがあってということになります。同時にそういったこと

をやっていくために、我々は基金を積んでいる。そういったことも今やっているとこ

ろでございますので、ぜひとも、そういった方向づけについてのまたご指導を賜れば

ありがたいと思っております。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １つだけ申し上げれば、交付税だけに頼るような考えは、私は

もう捨てるべきだと思いますよ。というのは、これ、どこの自治体も同じですよね。

以前から、この場で申し上げているように、自治体間の競争だと考えています。 

   この間の９月１５日だかの新聞にも出ていましたよね。要するに自治体間で競争、

せめぎ合いになってしまっていると。それではお互い潰し合いになってしまうという

ことが、どこかの首長さん書かれていましたけれども、確かにそのとおりだと思いま

すよ。しかしながら、今この西郷村のこの議会においては、いかにこの西郷村を将来

的に発展させるか、伸ばしていくか、このことが問われることだと思う。そのために

必要なのは、やはり人づくり、子どもづくりだと思うんですよ。子どもを育てていく、

このことが絶対必要だというふうに考えるわけです。 

   そうなったときに、今村長が言われたように、始まったら１０年やめられない。や

めなきゃいいんですよ。やめないための財源を外部から入れればいいんですよ。西郷

村のお金は、西郷村の中で管理をさせればいいんですよ。そのことに、みんなして力

を合わせてやっていくべきだというふうに考えます。 

   このことに対して申し上げて、時間も時間なんで次の質問に入っていきたいと思い

ますけれども、質問の２点目といたしまして、マイナンバー制度についてということ

で、これも以前質問をしたわけでございますけれども、まず質問の１点目といたしま

して、個人情報保護に対する対応と取り組みについて伺いますということで伺いたい

と思います。 

   これも以前から指摘しているように、私はコンピューターに詳しいわけではないん

ですけれども、コンピューターの世界というのは、絶対はあり得ないということがま

ず指摘されているわけであります。私も、そのことを強く指摘したいと思います。 
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   そこで伺いたいと思うんですけれども、現在、国が消費税減税案とか、いろいろ定

まらないような中で、このマイナンバー制度を本当に進めていっていいのかというこ

とを大きな疑問を持つんです。そういった中で、国が方向性定まらない中で、本当に

セキュリティーというのは守っていけるのかどうなのかお示しください。伺います。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） セキュリティーの問題、前回も出ましたですね。ただ、今、減税

の話が出て、この生活関連の消費税のバックについて、これを麻生財務大臣が申され

たということについての使い方ですね。個人的にマイナンバーをレジのカウンターに

持っていって、そしてバックする手続をするということで、果たしてこれがどうかと

いうことが新聞に出ております。 

   もちろん、そのことが個人の預金口座につながったり、いろいろしたり、問題は手

数がかかり過ぎるのじゃないかと、わかりにくいといったことがあって、ドイツ、欧

州型のそもそもの２段階の消費税にすべきではないかという話になっているというこ

ともありますが、まずはセキュリティーの問題として、やっぱりご懸念のとおり今よ

くあります。新聞等でもいっぱい出ておりますので、ぜひ、今回法律の中にも書いて

ありますとおり、この罰則とか、あるいはインターネットという外に出ていく、そう

いったものを遮断とか、そういったものでのハードな部分、あるいはソフトな部分に

ついても、ちゃんとした研修を受けてといったことの漏えいがないように、というこ

とを前提で進めなければならないというふうに思っているところでございます。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） セキュリティーの問題で今答弁いただいたんですけれども、絶

対にあり得ないというのが私の持論であるし、コンピューターの世界には絶対だとい

う話を聞きました。特に、この連休中、コンピューター関連の仕事についている者に

お話をちょっと聞きました。お話を聞きましたというのは変な言い方なんですけれど

も、話を聞いたんですけれども、実際のコンピューターほど甘いものはないと。彼い

わく、１０分あれば行政のパソコンの中に入れると、情報を取り出せるということを

言われていました。今の時代、アメリカの国防総省のペンタゴンにまでハッカーが入

っていく時代なんです。ですから、やろうと思えばできるということなんです。 

   それと、前回もらったこの資料中に、マイナンバー制度が始まりますよということ

で、平成２６年５月に政府広報がつくったこのパンフレットございますよね。この中

の７ページ、８ページの中に、この女の方の絵があって、国に個人情報を何でも一元

管理されてしまうのではというはてなマークがついている部分があります。これに対

して、法律の定めがある場合を除き、マイナンバーの収集、保管を禁止していますと。

これを見ていると、じゃ、大丈夫なのかなと思う部分もあるんですよ。しかしながら、

さきに言ったように、国が今どういうふうに使おうか紆余曲折悩んでいる。そういっ

た状況で、これが本当に守れるのか。我々の情報が全て丸裸にされてしまうんじゃな

いか、その心配がありますよということなんです。そのことは強く申し上げたいなと

いうふうに思うんです。 
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   さらに、法律に定めがある場合を除きマイナンバーの収集、保管を禁止しています

というふうに、この中には書いてございます。国がこのマイナンバー制度に対して方

向が示せない中で、セキュリティーがきちんと守れない中で、１万９,０００人余り

の村民の方の情報を本当にこれでやってしまっていいのか。本人が希望されてからと

いう話になるんでしょうけれども、本当にそれでいいというふうにお考えになります

か。伺います。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） もちろん、ご懸念のご指摘があります。そういったことがやっぱ

りちゃんとリカバリーされてという上でのことであります。このマイナンバーは、年

金の不突合と、ああいった問題が解消されるとか、いろいろないい利点といいますか、

情報化社会におけるコンピューターの利点について１００％生かすべきだというふう

に私は思います。 

   しかしながら、当然、今言われたとおり、人間は性善説だけではうまくいかないと

いったご指摘があっての漏えいでありますので、こういった部分が一番今後とも脚光

を浴びせなければならない分野ではないかというふうに思っているところでもござい

ます。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） さらに、このマイナンバー制度の法律の関係にいったんですけ

れども、第３章の中に特定個人情報の保護等ということで、第１４条から第３０条ま

でということで概略が書いてある部分がございます。特定個人情報ファイルの作成の

制限、特定個人情報保護評価等ということで、第１４条から１８条の中に１つ飛ばし

て、行政機関の長等は特定個人情報の漏えい、その他の事態の発生の危険性及び影響

に関する評価を実施というふうになっているんだよね。これ、具体的にはどういうこ

とをされるんですか。お示しください。 

○議長（白岩征治君） 住民生活課長。 

○参事兼住民生活課長（相川 博君） １１番上田議員のご質問にお答えいたします。 

   特定個人情報の保護の評価でございます。ＰＩＡについてのおただしかと思うんで

すが、こちらにつきましては、特定個人情報ファイル、こちらを保有しようとする機

関に対して原則義務づけられる事前評価の仕組みでございます。 

   情報の保護の評価におきまして、特定個人情報ファイルを保有する機関につきまし

ては、特定個人情報ファイルを保有する前に、保有することでどのようなリスクがあ

るか、またそのリスクをどのようにして軽減、緩和しているかをみずからの所定の様

式の評価書に記載をいたしまして公表することで、特定個人情報を安全に取り扱うこ

とを公に宣言するという趣旨のものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） ただいま説明を受けたんですけれども、全然わからないですよ。

もう一つ情報提供ネットワークシステムを使用して行う場合などを除き、特定個人情
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報の提供を禁止などとうたっているんですよね。これも要するに逆から考えれば、情

報提供ネットワークを使えば特定個人情報の提供をしてもいいですよということです

よね。ということは、このネットワークシステムに第三者が侵入すれば個人情報が持

っていけるということですよね。それを危険を評価するために行政は評価することは

できる。 

   先ほど答弁にもあったけれども、罰則ということでお話がございました。第８章罰

則、第６２条から第７２条、個人番号を利用する者に関する罰則ということで今うた

われているのが、正当な理由なくしてということで４年以下の懲役、もしくは

２００万円以下の罰金、または併科、不正な利益を図る目的で個人番号を提供、また

は盗用をした場合には３年以下の懲役、もしくは１５０万円以下の罰金、情報提供ネ

ットワークシステムに関する秘密の漏えい、または盗用で３年以下の懲役、もしくは

１５０万円以下の罰金、特定個人情報が記録された文書等を収集、これは国の職員に

対しての話ですよね。これは２年以下の懲役、または１００万円以下の罰金になる。

この罰則規定があるから、じゃ、絶対安全ですよというのは言えますか。私は絶対言

えないと思うんです。 

   というのは、例えば今いろいろなことが言われていますよね。税金、消費税１０％

になったときのその２％分を戻しますよ。これは内容が煩雑になるんでやめますよと

いうことで、何か国のほうでも方向を変えたみたいなんですけれども、それと今並行

して言われているのは、また違う話なんです。ポイント制にしましょうかとか、いろ

いろな話が出てきている。国が今、このマイナンバーカードを使って何をやろうとし

ているのか全然わからない。そういった中で１０月１日から通知が来て、来年２月か

らですか、始まるのがね。そういったわからない方向にどんどん進んでいってしまっ

ていいのかということなんですよ。 

   その個人情報が万が一載ったものが、本当にこれは週刊誌に載っていた話で、あっ

と思ったんですけれども、倒産しそうな会社がその情報をつかんだときに、自分の会

社はどうなっても、もうあすがわからないんだから、その情報をどこかに、第三者に

売ってしまうんじゃないかと。１回流出した情報は、もう取り戻せない。そうなった

ときに、このマイナンバーというのはとんでもないことが起きますよということは指

摘されている。 

   ですから、いくら罰則規定があっても、これは本当に大丈夫なのか、村民に対して

胸を張って大丈夫ですよということを言えるんですか。もう一度伺います。 

○議長（白岩征治君） 住民生活課長。 

○参事兼住民生活課長（相川 博君） お答えいたします。 

   ご指摘のように、不安材料といいますか、そういったものが連日の新聞等で報道は

されておりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、個人情報の強化、それから

議員がおっしゃいました違反した場合には、これまで以上に罰則の強化等ですか、そ

ういったもの、それから情報セキュリティーの対策等、そういったものを厳格にいた

しまして、個人情報の保護に対する取り組みに対応していくというところでございま
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すので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 議論が全然かみ合いませんよね。合わないんですよ、これは。

ですよね。村は法定受託事務ということで、国からやれと言われれば、やらざるを得

ない。いくら問題があると指摘を受けても、自分でその矛盾を抱えても進んでいかな

きゃならない、こういう状況なんです。ですよね、課長ね。 

   それで、さらに伺いたいと思うんですけれども、このマイナンバー制度について必

要な経費というのは、どのような状況になっているのか、このことをちょっと伺いた

いと思うんですけれども、それとあわせて、これもやはり新聞記事であれなんですけ

れども、今年の９月１１日の新聞の中で、市区町村の職員が高齢者の入居施設や過疎

地に出向いて本人確認をすることを条件に、施設や地域単位カード申請も認めます。

企業や学校単位でのカード申請も同様の枠組みで認めます。その場合は、企業や学校

が立地する市区町村の職員が社員や子どもの居住する市区町村から委託を受ける形で、

本人確認の作業をまとめて行いますということなんですよ。これは政府マイナンバー

カード交付方針固めるということで、こういう新聞記事が小さく載っていたんですよ。 

   わざわざ市区町村の職員が本人確認のために出向いていく、もしくは学校や企業の

立地する、多分、居住するということなんで、会社の寮とか学校の寮とかになるのか

なと思うんですけれども、そこまで出向いていって、本人確認をしてマイナンバーカ

ードの申請を受けた場合には交付をする、そういった経費まで、これ、含まれている

のかどうなのか。そういったことまで、きちんと国から説明があるのかどうか、お答

えください。いかがですか。 

○議長（白岩征治君） 住民生活課長。 

○参事兼住民生活課長（相川 博君） お答えいたします。 

   おただしの制度の導入に伴います費用関係でございますが、マイナンバー制度が平

成２５年５月に公布となりまして、昨年の平成２６年度から住民基本台帳システムな

ど関連いたします各課のシステム、こういったものの連携するための改修、これを平

成２６年、平成２７年の２か年で今行っておりますが、これまでの事業費の総額で約

７,２６４万８,０００円でございます。それから、そのうち国、総務省、厚労省関係

でございますが、こちらからの補助で約４,４６２万６,０００円でございます。村の

一般財源からですと約２,７１５万８,０００円となっております。 

   なお、一般財源の２,７００万円ほどにつきましては、一部普通交付税及び特別交

付税措置で交付税措置がされることになっております。 

   また、２点目の市区町村の職員が高齢者の入居施設や過疎地に出向いての本人確認、

それから企業や学校単位のカードの申請も認めますということでのおただしでござい

ますが、村内ですと高齢者の入居施設、例えば太陽の国とか、そういったところがあ

ります。 

   それから、企業、それから学校単位につきましては、基本的には１０月以降に個人

番号カードの申請ができるようになりますけれども、原則としては来庁時の交付申請、
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役場の窓口のほうに来て個人番号申請していただくようになりますが、議員がおっし

ゃいました企業や学校でできるものというのは、個人番号カードにつきまして、企業

や学校等でまとめて申請ができるというものでございます。 

   個人番号カードにつきましては、通知カードと違いまして、個人の自主的な申請に

基づくものでございます。ケースとして勤務先、企業、それから学校等による一括の

申請ということで、来年の１月から市区町村のほうに来庁していただきまして、本人

確認の上、カードを交付することができるというものでございまして、各企業、それ

から学校の事務担当者の方が来庁いたしまして、本人確認の上、カードを交付できる

というケースでございます。 

   それから、ケースの２点目としまして、逆に勤務先のほうの企業、それから学校等

に自治体の職員が出向いて一括申請をできる、申請を受け付けることができる、この

２つのケースが今、総務省のほうのホームページですか、それで申請いただけるとい

うような流れになっております。 

   以上でございます。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 先ほども申し上げましたように、今ホームページでということ

だったんですけれども、具体的には、これ、国から来ていないわけですよね。来てな

いんでしょう。でしょうというのも変な言い方ですけれどもね。 

   市区町村の職員が高齢者の入居施設や過疎地に出向いて、もしくは企業や学校が立

地する市区町村の職員が居住する市区町村から委託を受けてということで、その申請

手続、交付手続をしますよということだよね。私、聞いたのは、その費用の部分なん

ですよ。職員がそうやって動くことによって、まず職員の労賃ですよね。この分は国

から来るんですか。 

   先ほどシステム改修のほうで７,２６４万円かかったと。国から４,４６２万

６,０００円が入ってきたと。残りは村のほうで出しているけれども、交付税で今度

戻ってくるかなというお話でしたけれども、では、この人的な部分というのは国から

お金来るんですかね。 

   それと、過疎地ですから、例えばこの役場から過疎地に行くのに職員の人が歩いて

いくわけにいかないですよね。車使いますよね。車の損料、ガソリン代、もろもろの

経費、こういうのもちゃんと国から来るんですかね。そのことは、ちゃんと連絡来て

いますか。これ、１０月１日、もう直前ですよね。すぐ近くから案内通知カードが来

ますからね。そうなったときに、もう手続が始まってくる。そういうせっぱ詰まった

段階で、国からこういう説明というのはあったのか、課長、簡単にお答えください。

いかがですか。 

○議長（白岩征治君） 住民生活課長。 

○参事兼住民生活課長（相川 博君） お答えいたします。 

   まず、今回の９月補正で歳入といたしまして６２万３,０００円ほど計上させてい

ただきました。この内訳といたしましては、今回の通知カード、個人番号カード発行
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に伴います関連の事務交付金でございます。今、議員がおただしのとおり、人的、臨

時職員の増員等にも、こちらにつきましては充てることができる交付金でございます

ので、これで全てが補えるのかどうかというのは、またわかりませんが、そういった

支援も国のほうからございます。 

   ただ、過疎地への職員が出向いて申請等を行う業務につきましては、そこまで細か

い国からの補助等、交付金等で見るというような正式な通達等はまだ来ておりません。 

   以上でございます。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） きちんと国から説明がないということで理解をしたいと思いま

す。 

   時間も迫ってきているんで、次の質問としまして、マイナンバー制度の周知方法は

どのようにするのかということなんですけれども、周知方法は１０月１日以降から各

住民登録をしているところには連絡が来るということですよね。 

   総務省のホームページからちょっとちょっとダウンロードしてコピーしてきたんで

すけれども、こういう通知が来るということですよね。これね。これ、裏表なんです。

表の裏なんですけれども、こういうのが来ると。３分割になりますよということです

よね。これが来た時点で、カードを希望される方は、市区町村に行って手続をして、

来年２月にその交付を受けると、発行を受けるということですよね。 

   ３分割にするということは、この半分を郵送するというふうに書いてあるんですけ

れども、上と下の部分をなくしちゃった場合どうなるんですかね。万が一紛失して外

部に行った場合には、その方の番号が持ち出されてしまうということは、次の質問に

入ってきている、犯罪にもつながりますよということなんですよ。アメリカのほうで

は、やはり番号制度でやっているんで、年金をごっそり持っていかれてしまったとか、

いろいろな犯罪につながっているんですよ。 

   この間、ラジオを聞いていてちょっと驚いたんですけれども、このマイナンバー制

度に期待している業界があるそうです。どこの業界だかわかりますか。私、初めて聞

いてびっくりしたんですけれども、詐欺業界だそうです。そういう業界ってあったん

だと、そのラジオを聞いてびっくりしたんですけれども、笑っていいものだかどうな

んだか、びっくりしました。いろいろ調べてみたんですけれども、本当に今やられて

いるみたいですね。 

   この情報を取り出すために、いかなることをやるかということで、本当に驚いたの

は、そのマニュアル化を今つくっているそうなんですよ。そのマニュアルつくった紙、

こういう紙ありますよね。机の脇にバケツが置いてあるそうです。警察が乗り込んで

きたときには、そのバケツの中に紙突っ込むそうです。溶けてなくなってしまうと。

マニュアルがなければ、何やったかわからないでしょうと。だませるのは、やはり高

齢者の方が中心になってくると。そういったことが今、詐欺業界って本当にあるのか、

ないのかわからないですけれども、ラジオの話なんですけれどもね。そういう方たち

が今、虎視たんたんと狙っている。そういった中で、本当にこのマイナンバー制度、
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村として進めていいんですかということなんですよ。 

   今はさんざん個人情報の保護の問題から、いろいろな国のやり方について、市区町

村なんて、もう法定受託事務ということで無理無理やらされるというのはわかるんで

すけれども、十分な説明も受けないままに、これから職員は対応しなきゃならない。

果たして本当にこのまま進んでいっていいのかということなんです。 

   村長に伺いますけれども、私は、このマイナンバー制度については時期尚早である

というふうに考えるわけであります。ですから、国に対して延期を求めるか、即刻中

止を求めるか、このことをきちんと求めるべきではないかと考えますけれども、いか

がでしょうか、伺います。 

◎休憩の宣告

○議長（白岩征治君） ここで２時２０分まで休憩いたします。 

（午後２時０２分） 

◎再開の宣告

○議長（白岩征治君） 再開いたします。 

（午後２時２０分） 

○議長（白岩征治君） 休憩前に引き続き一般質問を続行いたします。 

   １１番上田秀人君の一般質問に対する答弁を求めます。村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） マイナンバー制度、時期尚早につき即刻国への中止を申し入れる

べきだというご提言でございます。 

   なかなかできませんというふうに申し上げるしかないと思います。ただ、言ってい

る内容につきましては、私も同感のところいっぱいあります。やはりこれをやるにつ

きましては、セキュリティーの問題、あるいは漏えいに対するいろいろな仕掛けです

ね。もちろん、それができた場合のことをいろいろるるお述べになりましたので、も

ちろんそのことについては同じ考えであります。やはり遂行上、信頼得られるように、

そして正確に犯罪に使われないようということを私も機会あるごとに申し上げて、そ

して、この対応をしてまいりたいと思います。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 質問に入る前に、先ほど私、保育園の入所率の中で１５３％と

いうふうに質問したようなんですけれども、実質は１１５％だということで、質問の

内容を訂正を議長におかれましてはよろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 議員の訂正につきましては、議長において、会議規則第６４条に

おいて、これを許可いたします。 

○１１番（上田秀人君） 時間も迫ってきていますので、次の質問に入りたいと思います。 

   ごみの有料化についてということで、何項目かの質問項目上げております。ごみの

有料化について伺いますということで、ごみの有料化した理由について伺いますとい

うことなんですけれども、時間ないんで、広域圏のホームページのほうを見ていると

十分に理解できる部分がございましたので、有料化した理由というのは、ごみの減量

化を図るためだということが記載されております。 
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   指定ごみ袋を使用させる理由についても、やはりこれは分別を徹底させるために、

ごみの指定の袋を使っていただいていますよということがやはりこのホームページの

中で書かれております。 

   村内各所にあるごみ収集所の設置するための条件を伺いますということだったんで

すけれども、先だっての決算説明の中で同僚議員のほうから質問が出まして、設置基

準としましては、５０メーター間隔で５世帯程度があれば村としては設置を認めてい

くと。広域圏の確認も必要だということで説明を受けたので、この部分も省略したい

なというふうに思います。 

   続いて、ごみ処理について広域圏の整備組合の中での対応は、条件は全て同じなの

かということなんですけれども、なぜこんなことを聞くのかといいますと、白河市内

を歩いているときに、ふと目に入ったものに、結構個別の住宅の前にごみがぽんと置

いてあるのが見えたんですよ。さて、これはどういうことなのかなと思って、収集業

務に当たっている方にちょっとお話を聞いたりもしたんです。その中でお答えが、白

河市においては、申請があって認められた方に対しては、玄関前に置いてあるごみを

個別収集しますよということなんです。これはすごいなと。 

   同じ広域圏でも、なぜ白河だけそういうことをやっているのかなということで、い

ろいろお話を伺ったんですけれども、白河の条例の中で決まりがございまして、その

規定がされているわけですね。白河市で行っている、あったか訪問収集事業というこ

となんですよ。６５歳以上のひとり暮らしの方で、自力でごみを収集所へ出すことが

困難で、身近な人の協力が得られない方、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、

または療育手帳の交付を受けている４０歳以上のひとり暮らしの方で、自力でごみを

収集所へ出すことが困難で、身近な人の協力が得られない方、同居者がいる場合でも、

同居者が高齢者、虚弱者、年少者であり、ごみを出すことが困難な世帯に属する

６５歳以上の方の障害のある方に対しては、このあったか訪問収集事業ということで、

ごみの訪問収集及び安否確認を行いますということが白河で行われているんですね。 

   これは旧白河だけなのかなと思って、ちょっといろいろ聞いたんですけれども、現

在の合併した東、表郷、大信、この地区も該当しているということなんですよ。こう

いうことが行われていたということを村長はご存じでしたか、伺います。 

○議長（白岩征治君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（長谷川洋之君） １１番上田議員のご質問にお答えいたします。 

   白河市のあったか訪問収集事業について知っていたかというご質問でございますが、

議員に今回の一般質問の中でごみ関係でご質問をいただきまして、初めてこういう事

業があるということを知ったところでございます。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） この予算について、今、後ろのほうからもお声をいただいたん

ですけれども、白河市は当初、緊急雇用対策事業でやったみたいなんだよね。対応さ

れたみたいなんですよ。県の事業なのかな。それで対応されたと。今はそれが終わっ

てしまって、介護関係なのかな、地域支援事業、この予算を使って今やっているとい
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うことで説明をいただきました。 

   介護保健事業の中の地域自立生活支援事業ということで、高齢者の安心な住まいの

確保に資する事業ということで、日常生活相談、生活、あと安否確認、関係機関、団

体等による支援体制を構築するということで、この流れで年間４００万円ぐらいの予

算で白河市でやっているということなんです。今、答弁を聞いていると、知らなかっ

たということなんで、これはやはり西郷でも早急に対応すべきだなというふうに思う

んですよ。 

   さらに、このことを調べてお話を聞いた中で、収集車、パッカー車というそうなん

ですけれども、西郷に来るのは４トン車と、ちょっと大き目の中型車になるのかな、

４トン車が来るそうなんです。白河は４トン車が入っていけないところが多いと。例

えば市役所の裏のほうとか、ああいうところは道が狭くて入れないと。そのために、

２トンのパッカー車を準備して白河市では対応していると。まさに行政に差があると

いうことがわかったんですけれども、これで本当にいいのかなということで、西郷は

どのようにお考えになりますか。早急に実施するとか、もっと検討するとかとお考え

になるのか、お示しください。 

○議長（白岩征治君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（長谷川洋之君） お答えをいたします。 

   健康推進課としては、こういう事業があるということで、白河市のほうに、概要で

はございますが確認をさせていただきまして、特に、その中で先ほど議員がおっしゃ

っていました本人への見守りを兼ねているので安否確認にもなるということで、ごみ

の収集だけではなく、安否確認という面で、特に高齢者の見守りという点で非常にい

いものであるというふうな認識を受けております。 

   なお、どれぐらいの利便性が図られているか等については、概要だけでございまし

たので把握しておりませんけれども、登録者数も約２００名、それから、年間の委託

料も約４００万円ということでしたので、こちらのほうを精査しまして、ぜひとも、

もし早急にできるものであれば、西郷村の土地等の関係もありますので、そちらのほ

うも検討いたしまして実施に向けてやっていきたいと、そんなふうに考えております。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 実施する方向で行きたいということだったんですけれども、今

土地柄ということで、西郷村の村の広さの部分なのかなと思うんですけれども、実際

に白河市では、さきに申し上げましたように、合併しての表郷地区、東地区、大信地

区も同じように今やっていますよということなんで、西郷においても、やはり早急に

実施をすべきだなというふうに思います。 

   今回、この白河市さんのことをいろいろ調べてみましたら、もう一つあったんです

けれども、家庭菜園などで使用した農薬空き容器の回収について、ということである

んですよ、白河では。近年、家庭菜園やガーデニングの普及により各家庭で農薬を使

用する機会が増え、市民の皆さんから空き容器の処理について相談が寄せられていま

す。そこで、次の場合に限り回収いたしますので、処理にお困りの方は空き容器を直
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接、市担当窓口へお持ち込みくださいと。回収対象物は……（不規則発言あり）これ、

西郷でもやっていますか。 

   今、白河の話しているんですけれども、家庭菜園で使ったものやガーデニングで使

用した殺菌、殺虫、除草剤のプラスチック製の空容器、あとは住居敷地内で使用した

除草剤などのプラスチックの空容器などを指定した窓口に持ってくれば、白河市では

無料で処分してあげますよということなんです。これ、西郷ではやられていますか、

伺います。 

○議長（白岩征治君） 住民生活課長。 

○参事兼住民生活課長（相川 博君） １１番上田議員のご質問にお答えいたします。 

   ただいま申されました農薬の空容器の回収でございますが、白河、西郷、泉崎、中

島村、それから矢吹町の１市１町３村で構成しております広域圏の事務処理の中で、

資源とごみの正しい分け方と出し方という冊子がございまして、この中に、ただいま

おっしゃいました白河市のように、家庭菜園、それからガーデニングで使用した農薬

の空容器、こちらについては西郷村でも実施しておるところでございます。 

   白河市のホームページにあるとおり、同じくその都度役場のほうに持参をしていた

だきまして、こちらにストックしておきまして、広域圏の搬入日、毎月１日と１５日

なんですが、その日に、こちらからクリーンセンターのほうに搬入しております。同

じ取り扱いとなっております。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 実は西郷もやっているということは、今回ようやくわかったん

です。というのは、私、今専門の農家やっていますので、関係機関ということで農協

さん通じて、きちっとした処理をお願いしているということで今まで見落としていま

した。しかしながら、今、ホームページとかでお知らせをしているというお話でした

けれども、実際にガーデニングや家庭菜園やられている方で非常にお困りの方がいる。

これは周知徹底されてないということが今回わかったんで、きちんとそこはやっぱり

お知らせをすべきだなというふうに申しつけたいと思います。 

   あとは、ごみの袋の問題なんですけれども、先ほどから白河市のあったか訪問収集

事業ということでお話ししたんですけれども、西郷の中ではそれをやられてないとい

うことで、高齢者の方で紙おむつを使われている方が何人かいらっしゃいますよね。

これは、多分、健康推進課のほうで把握されていると思うんですけれども、時間が時

間なんでいいです。 

   紙おむつを今使用されている方、ごみ袋に口切り入れるそうですよ。処理費用がか

かってしまうんでね。ところが、いっぱい入れると今度重くて持っていけない。だか

ら、袋に半分しか入れない。でも、袋高い。さあ、どうしましょうということで、い

つもその葛藤になるそうです。それを考えたときに、じゃ、なぜ、このごみ袋という

のはこんな高いんだと。燃えるごみに関しては、例えば大袋で４５リッター入りのや

つで枚数２０枚入りだと、袋の原価が２４７円、ごみ処理手数料は７９１円、販売手

数料６２円、合わせて１,１００円で今売っていますよね。ホームセンターとか個人
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商店とかで、ごみ袋は今販売していますけれども、こういう値段構成になっているそ

うなんですよ。 

   処理手数料が７９１円かかるというのは、なぜ、こんなにかかるのか。以前、この

問題を取り上げたときに、焼却施設の施設が老朽化してくる、電気設備とかが老朽化

してくるので、それを改修するための費用にも充てると。それと、つくったときに借

り入れをしているんで、その返済に充てるんだという説明をいただいたことがござい

ます。 

   今回、また資料をいろいろおとりいただいて調べていったんですけれども、その中

で焼却施設の返済金というのは、ピークが平成１９年だったんですよね。その後、ず

っと返済額が低下してきている。今、平成２６年ですから借り入れ残高が６億

５,０００万円ぐらいしか残ってないはずなんですよ。ですから、ずっと減額、返済

額が減ってきている中で、ごみ袋の処理費用の部分は減らない。これはおかしいんじ

ゃないかと思うんですよ。ましてや、村の一般会計から、幾らでしたっけ、かなり大

きな金額が広域圏のほうに出ていますよね。これは二重取りになっているんじゃない

かと思うんです。これは、二重取りをしていること自体、私はおかしいと思う。 

   万が一、焼却施設がだめになったときには、きちんと構成市町村でもう一度起債を

起こしてやれば、今新たな負担をしなくても済むと思うんです。今はこういった経済

状況が厳しい中で、ごみ袋１枚にしても、みんな節約をして頑張ってやってもらって

いる中で、こういう大きな負担をかけていって本当にいいのか。これは、やはり即刻

やめて無償化にすべきではないかというふうに思うんです。 

   福島県下をいろいろ調べてみますと、かなり無料化が進んでいるところがございま

す。というよりも、これは平成１１年に国の指導のもとに有料化されたんですよね。

ですから、今、有料化してないところというのは、もともと平成１１年の無料化をず

っと引き継いできた、１１年前からですね。反対に有料化したのは、国の指導のもと

に有料化に切りかえた。国から見れば優等生、住民から見れば何なんだという自治体

なんですよ。 

   県下においては、有料化しているところが市区では２、町では１６、村では１０、

合計２８が今有料化しているそうなんです。それ以外のところは無料化で今もやって

いると。大きな郡山市とか須賀川市なんかでは、いまだに無料でやってきている。そ

ういったことを考えれば、この西郷村においてもやはり無料化にすべきである。この

問題は広域圏の話なんで、村長は議員もやられているということで、このことをやは

り強く求めるべきではないかというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 今のお話で、ごみはやっぱり排出を減らす、それからリサイクル

で分別を進めて、ドイツのようにやはりゼロミッションを目指す、これが１つの流れ

であります。しかしながら、大都市、その他においては、やはり屋敷が狭いとか、地

力還元、なかなか生ごみできないところもありますしということがありますが、大き

な流れとしましては、やっぱりごみはなるべく少なくしていきましょうということで
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す。 

   しかしながら、やっぱり現実はそう簡単ではない。水と紙とごみは、文化の推移に

よって増えていくという見方をしている人もいます。事実、そういうところもありま

す。ただ、西郷村は白河市より排出量少ないわけであります。やはり地力還元とか進

んでいますので。 

   ただ、それにしても今の分担金、１人１万円、２億円、かかっている。やっぱり何

とかしていきたいというふうに思います。それをやっていくためにはということにな

りますが、ただ、議員申されたとおり、二重取りではないかと。やっぱり２つの見方

がありますね。こういう経済状況なので、紙おむつ、そういうのはもっと安くしてや

ったほうがいいということもあると思います。同時に、今の財政運営上、総体的な経

費を減らしていく。 

   １つは、やっぱり申されたとおり、焼却炉、耐用年数がそれほど長くはない。そし

て、高度、あるいはバグフィルターをつける、そして温度が高くなったりしますので、

なかなか更新のお金、大変ですね。数十億円かかります。そのために、では積み立て

て引き当てしておくのか、あるいは起債を起こすのかと、今申されたとおりです。そ

の中間を狙って、この負担は少なくしていきましょうという議論に今の無料化が入っ

てくるわけでありますので、議員申されたとおり、今のところ無料化についての議論

はなかなか出ておりませんが、ただ、そういった声があったりということは今よくわ

かりましたので、いろいろ今後の運営にどう資していくということも含めて、ひとつ

議題として私も出してみたいと思っております。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） あと１分しかないんで、ホームページの内容を見ていると、こ

れ、間違っているんじゃないかなと思うんですよ。平成１０年まで無料化で、平成

１１年１０月から有料化にしたら、ごみの量が減ってきたというんですけれども、こ

のグラフを見ていると平成１３年から平成１６年は減ってないんです。増えているん

ですよ。平成１７年から若干ずつ減りつつある。これは減容率といって率で計算して

いるんで、率で出せば１０％とか、最大２３％減っているよということは書いてある

んですけれども、こういった誤解しやすいような書き方をして、だから有料化ですよ

というのは私はおかしいと思う。 

   村民の多くは無料化を望んでいるんで、有料化は即刻やめるべきだと、そのように

強く求めていただきたいと思い、質問を終わります。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君の一般質問は終わりました。 

   続いて、通告第６、８番金田裕二君の一般質問を許します。８番金田裕二君。 
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◇８番 金田裕二君

          １．太陽光発電事業設置に係わる条例整備について 

          ２．当村における｢デマンド交通」の実施について  

○８番（金田裕二君） ８番金田裕二です。 

   通告順に従い、一般質問をさせていただきます。 

   東日本大震災から４年半を迎え、原発事故を教訓に風力、小水力、地熱、太陽光発

電など再生可能エネルギーの事業化が一段と加速しております。また、補助対策によ

り一般家庭では太陽光発電への取り組みが進み、至るところで見られるようになりま

した。 

   さて、今般は事業による大規模太陽光発電事所、いわゆるメガソーラーについて数

点お伺いいたします。 

   村内では、羽太地内の元ゴルフ場跡地にメガソーラーが間もなく完成見込みであり

ますが、台上地区には、総面積約１８９ヘクタールの広大な土地で７６.５メガワッ

トと国内でも上位規模のソーラー発電所が計画されております。 

   今月１８日の夜に、原中の農民研修センターにて事業者による環境評価報告書の説

明会が開催されましたので聞いてまいりましたが、内容はお粗末であり、信憑性に欠

ける点が見受けられ残念でありました。 

   さて、質問の１番目でございます。造成や設置工事に巨額の投資をして完成、そし

て発電、売電となり、投資額や大規模面積の割には雇用が保守管理のみとか、わずか

の人が働くだけではないかなと思われますが、新規雇用について、こういった事業の

場合のことについてお伺いいたします。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） ８番金田議員の一般質問にお答えいたします。 

   メガソーラーのことでございまして、雇用はいかにというお話でございました。 

   完成したところ数か所あって、現場に行きます。しかし、ざっと見渡したところ、

人がなかなかいないというのはご指摘のとおりでございます。完成した暁に、どうい

った雇用を生むのであろうかということにつきましては、やっぱりそれほどは人数的

に他産業と比べて多いということではないというふうに思っております。 

   ただ、この電気保安の管理者とか、あるいは施設の維持管理の人とか、あるいは事

務所があれば、その経理の問題とか、その程度ではないかというふうに思っていると

ころでございます。 

○議長（白岩征治君） ８番金田裕二君の再質問を許します。 

○８番（金田裕二君） 確かに雇用を生まない。大規模な面積で大規模な投資の割には、

雇用が全然って、ほとんどない。残念でございます。一部、今考えられているのがパ

ネルの下の草刈りとか、そういった作業があれば、できるというぐらいですね。業者

によっては、草対策が大変だというので防草シートを全面的に張る業者もございます。

そうなると、まるっきりそういった作業もないというのが現実であります。 

   そういった作業でも雇用が生まれれば、またいいのかなと思っておりますが、その
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件については、また後ほど若干出てまいりますので、今の質問については了解いたし

ております。 

   次に、通告の２と３についてでありますが、関連がありますので、まとめて質問い

たします。 

   今般のソーラー発電事業では、西郷ソーラーという会社が用地買収した土地と某会

社や個人などから借りた土地を発電事業会社の株式会社ソラピーに全て貸し付けるそ

うであります。 

   それでは、次の質問ですが、私が懸念する点について質問いたします。事業者が借

用地に設置した場合の契約条項に固定買い取り制度、２０年後の土地利用方法や廃止

の場合の解体撤去工事や費用負担についてでありますが、計画倒産や解体せずに放置

され地権者がみずから撤去工事をするとか、行政の代執行が懸念されます。防止する

には、それらの条項を義務化させるための村条例の制定が必要であろうかと思います

が、伺います。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 土地をお借りして、そして、その事業終了後にどのようにしてい

くのかと。１つ懸念材料があると。やっぱりご指摘の点でございます。条例について

は今のところありません。それから、やっぱり借地でありますので、諾成契約、民法

上の契約といったことの中に、今のようなご懸念の点についても、やっぱり網羅すべ

きところはしたほうがいいというふうに私は思います。 

   なかなかいろいろ申されたとおり、まだまだ緒についたということでありまして、

今後いろいろ担当部局、もちろん国・県、市町村、どの分野になりますか、規模に応

じて、内容に応じていろいろ協議を進めてまいりますので、この点につきましても、

いろいろそういったことのないような話ができるように、いろいろお聞きしたりして

みたいと思っております。 

○議長（白岩征治君） ８番金田裕二君。 

○８番（金田裕二君） 今のところ、そういった条例とか、そういったものは整備されて

ないのは事実であります。西郷村内にも、ソーラーではございませんけれども、借地

に建設された工場が倒産されて、そのまま放置されて、もう１０年以上にもわたって

置いてあるというのが現実にあります。行政がかかわる物件では、赤面山総合開発株

式会社、例のスキー場、あれも借地でございます。一向に解体も撤去も進みません。

いろいろな点があると思います。 

   そういった費用をあらかじめ担保されるのが理想だと思っております。そういう点

でも、これからの大きな課題でありますけれども、村、県、国、いずれかの行政体で、

そういった法整備というのが急がれるものだと思っております。それに一番先にやは

り村当局がそういったものも検討してはいかがかなと思って質問いたしましたので、

こういったものを検討、よろしくお願いして次に移ります。 

   質問の３つ目でございますが、景観についてでございます。 

   ご存じのように、台上地区は風光明媚であり、ソーラー発電の建設にはもったいな
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いような土地であります。その点は後で９番議員もただされると思いますので、私も

そういった無味乾燥な風情のないパネルの光景は結構でないと思っております。植栽

をするとか、公園の設置をするとか、景観のよい場所に子どもたちが遊べるような遊

園地とか動物園などを事業主体の方々に併設、つくっていただくなどの何かそういっ

た枠組み、条例で縛るということではないですけれども、そういったものも対応すべ

きと思っておりますが、いかがかお伺いいたします。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 景観条例は県の主管になります。当然、村もそれと同じ考えでや

っていきます。ただ、今の最後には、やはり単一風景よりも何かそれを緩和するもの

を付加できないかというお話でもございましたので、一般質問の中にもこういうもの

が出ているということを申し上げたりして、いろいろお考えをお聞きしてみたいと思

っております。 

○議長（白岩征治君） ８番金田裕二君。 

○８番（金田裕二君） 今申し上げたのは、最初に申し上げた雇用をつくるための施策と

いうふうに思っております。確かに、パネルだけでは何の雇用も生みません。そこに、

そういったセットした村の住民、子ども、みんなが楽しめるようなものが一緒にあれ

ば、金が落ちる、人が働く、そういった循環型を何とかつくれないかという提案でご

ざいます。 

   先般の環境調査の説明会で、動植物の生態調査について質問したところ、今年の

７月、８月に一度実施したそうでございます。貴重な絶滅危惧種が存在する可能性も

あります。絶滅危惧種に該当するようなものは、動物とか植物、いろいろな分別され

ますが、かなりの数がある可能性がございます。そういったものを何か１回だけ調査

して、あとは何か予測でもってやっていくような説明でございました。おかしいなと

思って、環境アセスメントというのは、私は１年か２年かかってやるものかなと思っ

ているということを質問したんですが、うん、そうでしょうかなんていう感じでね。

簡単に考えていらっしゃったようでございます。 

   というのは、工程表を説明されまして、工程が何と今年の９月に造成工事着工、今

９月です。２年半後に発電、売電開始、すごいスピードです。造成が約１年、その後、

パネルの設置とかあります。こんな早くやったら、いつ環境アセスメント調査する時

間があるんだろうと思って不思議でした。話しました。ブルでがらがら押していると

ころで、そこでトンボとか鳥とか花とか、いろいろもう地面を削り取っているところ

で、そんな調査がどうしてできるんですかと。何かうなっていました。そんなに簡単

にできるものかと私は不思議でございました。 

   いずれにしろ、そういった四季に合わせた時期だけの生物や動物、植物もあるはず

なので、予測の環境アセスメント調査は手抜きだらけだと思っております。村でも、

これは県のほうの仕事かもしれませんけれども、そういった点については十分に見守

って、アドバイスなどをしていただきたいなというふうに思っております。 

   最後に、外資企業についてお伺いいたします。 
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   以前にも、羽太と段ノ原の間の旧ゴルフ場建設用地のメガソーラー建設に上海電力

が関与しているということを質問いたしましたが、現在、その用地は誰が所有して、

現況はどのようになっているか、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） おただしの羽太と段ノ原の中間にあります旧ゴルフ場建設予定地

のメガソーラー計画でありますが、多くの用地について上海電力日本株式会社に所有

権が移転しております。この開発における地位の承継完了通知がいまだ県からありま

せんので、その後の進展はないものと思われます。 

○議長（白岩征治君） ８番金田裕二君。 

○８番（金田裕二君） 何かそのまま放置されたままというふうな答弁のような気がして

おります。今般の台上のメガソーラーについても、事業主体が株式会社ソラピー、資

本が上海電力１００％出資の子会社ですね。日本法人上海電力日本という子会社です。

また株の半数以上を持っている子会社がソラピー、事業主体です。 

   先だっての説明会で、そのソラピーは資本金が１万円と聞いたんですね。本当かど

うかを、私、確認しようがないんです。どこを見ても書いてないです。これだけ何十

億円かわからなような事業ボリュームで、資本金が１万円でも会社はできますけれど

も、いいんだろうかなと思ったんですけれども、そして、その土地を提供する西郷ソ

ーラー株式会社、西郷ソーラー開発株式会社というんですか、正式名には─も韓国

のロッテ財団だのから所有地を借りて株式会社ソラピーに貸すということでございま

す。 

   ソラピー自身は土地を所有しない。西郷ソーラーから借りる。西郷ソーラーは韓国

のロッテとか、そういうところから、所有者から借りる、あと一般の個人所有者から

も借りる。そういった何か、何だかわけわからなくなってきそうな外資の集団であり

ます。いわくつきの土地に群がる外資集団。法的には除外できないかもしれませんけ

れども、造成は全て区域内で表土や木の根も埋めるそうでございます。 

   今、放射能の除染を村内各地で実施しておる中で、このソラピーの説明書にも

０.２３以上の線量がある地区が、それ以上のところがたくさんあると書いてありま

した。でも、何かそういった土壌も区域内から出さない、その中に根っこも土もみん

な入れちまうから大丈夫だというふうに先方は説明していました。それでいいのかな

と思っていたんだけれども、そういう説明でした、とにかく。 

   それより私が一番心配なのは、前回、東邦ラスさんの手前の地区でも、同僚議員が

質問いたしましたように、産業廃棄物がもしかしたら、広大な１９８ヘクタールの土

地に当然フェンスを回してしまいますから、誰も入って見ることもできない。それも

変な会社、変な会社といったら失礼ですね─が事業主体されたときに、何を埋めら

れているのか、さっぱり環境管理ができないような状態があったら大変なことだと。

放射能を埋めるどころじゃなくて、いろいろな産業廃棄物が、西郷村にどんどんダン

プカーが連続して来るかもしれない。そういったものが危惧されます。 

   そして、その区域内には黒川の支流が水源としてそこから流れ出るんですね。その
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区域の中から。一時、中国資本が日本から水をむさぼりあさって、本国に持っていく

というような話がありました。結局、自分の使っている土地から水を持っていこうと、

何しようと勝手だっぺみたいなニュアンスになりがちだなと思ったりもします。です

から、そういうもう中のほうに入っちゃうと一般の人も入れないし、何しているか、

さっぱりわからないような事態が懸念されるというのが私の感想でもあります。 

   先ほどの話、ちょっと戻っちゃうんですけれども、環境アセスメントの調査の中で

動植物のあれも書いてあるのは、動物とか植物の生息環境への影響を低減するため、

太陽光パネル設置に影響のない範囲で現存の植生を残す計画とするというふうになっ

ている。だから、パネル設置に影響ない範囲というのは、パネル設置に影響が、支障

がある場合には残さないというふうにもとれる。これ、余計なことですけれども、何

か巧みな言葉遣いがされております。 

   そういった点で、最後に、こういった電気使用料のお知らせというのが東北電力、

毎月来ます。私のところは３枚も来ているんですよ、これ。低圧電力と、これ、三相

の、それから一般の電気、それから私も１０年以上前からソーラーあります、屋根に。

その買い取りの３つがくっついている。その一般のところを見ますと、再エネ発電賦

課金、単価が１キロワット当たり１円５８銭と。ちなみに、先月の我が家では

８２１円の賦課金を払っております。これらの賦課金の総額は膨大な金額になります

ね、日本中ですから。その一部が外資企業にも買い取り額の一部として入ります。国

内企業ならともかく、今、竹島だ、尖閣で騒いでいる、そういった国々の外資企業に

も払われているのは単純に納得できないのは私だけでございましょうか。 

   そういった面も含めて、村長にこのような心配な外資企業をどう思われますか、お

伺いします。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） ご懸念の話、よく承りました。大規模な計画であって、雇用も思

ったよりということになりますと、なかなか積極的には受け入れられないといった意

味の話でございます。もちろん外資の企業、いっぱい日本にあります。やっぱり企業

の血液はお金でありますので、経済活動が潤沢に動くように、もちろん銀行がありま

すが、それで足らないときは、この日本へも世界に出ていって、そして現地法人等を

つくっておりますね。それも今や経済のグローバル化においては当然のこととして、

今見受けられるところであります。 

   それはいいとして、では、国内の産出された富が外国に吸われてしまうのは、これ

も同じであります。かつての日本、ジャパンアズナンバーはそういったことに一番ポ

イントがあって、そういうバッシングを受けたことがあります。今や外資が入ってき

て逆の立場になったということであります。 

   それは、そこまでは経済、あるいは資本主義の自由経済の中におけるとしますと、

問題はそれによって雇用、あるいはマイナスの今のご懸念な点、出てきた場合、どう

守るかということであります。もちろん日本は法律、あるいは県の条例、あるいはい

ろいろ制度の要綱等、いろいろなものがあります。そういうことにおいて社会的責任
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を企業は果たせるように、責任を果たすと同時に社会に還元できるようにといったこ

とが前提になりますが、逆に言うと、今のように、いろいろなマイナスのこともなき

にしもあらずという自由なところがあるわけであります。 

   それをどうコントロールしていくかということになりますので、やっぱり規制と誘

導、今の法律、あるいは条例、あるいは要綱、規則によってやっていくしかないと思

っておりますが、一番言われたとおり安易な対応ではだめだろうということで思いま

すので、今後、この会社がいろいろ事業を実施するに当たりまして、いろいろな制約

といいますか、義務を課されます。もちろん各法ありますので、いろいろなところの

チャック、今申されました環境影響評価等についても当然出てくるわけでありますの

で、これらにつきましても足並みをそろえて、法律の運用をひとつ、そういった意味

で、ここでの議論につきましても、お話できるものについてはお伝えしたいと。そし

て、やっぱりいい結果をもたらすという方向にできればいいというふうに思っている

ところでございます。 

○議長（白岩征治君） ８番金田裕二君。 

○８番（金田裕二君） ただいま村長の外資に対する考えを伺いました。確かに公的には、

そのような規制もできません。ただし、私が先ほど申し上げたように、何か正体不明

のきな臭いと言ったら誤解あるかもしれません。普通の会社じゃないような気がして

います。やはり十分に注意されて、後から大変なことにならないようにお願いしたい

と思って、次の質問に移ります。 

   質問の内容ですが、当村における｢デマンド交通」の実施についてでありますが、

４番議員が同内容で質問しておりますので、再度、重複しない範囲で質問いたします。 

   私が南相馬市小高区のデマンド方式タクシーシステムを研修したのは、たしか８年

くらい前になると思っております。近隣の議員の方々と、当時では小高町でございま

す。伺ったと記憶しております。その後、当時、同僚の南舘議員がデマンドタクシー

について一般質問されたと思っております。 

   平成１３年６月から小高町商工会が運営しておりましたが、現在は原子力警戒区域

のため運休中でございます。しかし、システムは全国で普及して稼働しているそうで

ございます。 

   近隣では、中島村商工会では、資料によると平成１７年４月からデマンドタクシー、

中島ふれあいタクシー、ドリーム号、かっこいい名前つけていますね─が朝８時か

ら１７時まで、電話で３０分前までに申し込めば、村内は２００円、村外は３００円、

ただし運行拠点までということで、中島から白河とか、こっちのほうまでは来れませ

ん。戸口から戸口、ドア・ツー・ドアで、利用者が登録、事前にしなくちゃなりませ

ん。まさにバスより便利で、タクシーより安いがキャッチコピーなのかなと思ってい

ます。 

   ただ、デメリットもあります。まず、相乗りが原則です。到着時間は確約できませ

ん。何時に歯医者予約しておいたから何時までに行ってくれというようなことはでき

ません。そして、あっちこっち、ついでにあそこへ寄ってくれ、ここへ寄ってくれと
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いうような用足しもできません。しかしながら、それに加えてもメリットもかなりあ

るわけでございます。 

   現在、路線バスに対する補助額が年間、西郷で約３,０００万円、全て廃止しては

通学生の対応などがなかなか現実的に難しいのかな、どうなんだろうかということが

ありますし、代替はないかということがあります。こういったオンデマンドで、そう

いったものも対応できれば、なおさらいいなと思っておりますが、運営面から顧客の

ニーズをどう反映させていくのか、なかなかこれからよく調べなくちゃならない点も

あるものかなと思っております。 

   先般の４番議員の村長答弁の中には、起点、終点、ＯＤ調査実施する旨をお聞きし

ましたが、当村の地理的な課題も多々あると思いますので、隣県で言いますと茨城県

の城里町や栃木県でも高根沢町など、近くでそういった運行している例がいろいろあ

りますので、そういったものも考慮されて、村民に優しい足の確保を図るべく再度検

討を進めていただきたいと思いますので、お伺いいたします。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） オンデマンドですね。やはり交通弱者で、普通の、この前は高校

生も車に乗るようになるだろうというふうに申し上げました。やはりマイカーは最高

のパートナーになりますね。移動手段としては、多分、これから電気とか、あるいは

水素とか、いろいろなことが出てくると思いますので、それはそれで。ただし、やは

り高齢化社会は進展いたします。同時に免許を持てない、あるいは返上する、そうい

った方々が近隣と共同社会で、助け合いの中でリカバリーできるうちはいいです。し

かしながら、なかなか人には迷惑をかけたくない、ただ、自分はということで、いろ

いろ出てきて、今お話のとおり、高根沢、城里、近くにいいところがあるみたいであ

りますので、ぜひ見てきたいと思います。 

同時に、今のバスの運行状況をこの前、福島交通から、スクールバスから、それ

から福祉、買物といいますか、独居、ひとり暮らしとか、そういったものの運行状

況とか、あるいはその他の病院のバスとか、いっぱいもう込み入っております。や

はり少しは統合とか、あるいはどこにＯＤ、先ほどＯＤトリップの調査がありまし

たが、本来の目的はどこなんだろう。病院なのか、役場なのか、あるいは駅なのか

といったこともあります。いろいろなことを組み合わせをして、さらにエコノミー

な、あるいはエネルギーの少なくて済むような、いろいろな組み合わせをして、や

っぱり成立させていきたいという気持ちを持っているところでございます。 

   やはり世の中、すぐにはなかなかできないところがあります。そういったところも

だんだんするといった条件を整えながらということで、新しい交通つくっていきたい

という意欲も持っているところでございますので、さらに検討を続けてまいります。 

○議長（白岩征治君） ８番金田裕二君。 

○８番（金田裕二君） オンデマンド、いわゆるデマンド交通に対しての村長の今お話を

伺いました。しかし、いろいろなシステムがあっても、全てカバーできるわけではな

いと思っております。できれば、本来は各集落ごとに、その中で、定年退職したし、
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私は農業もやってないし、割と時間もとれるからという形で、ご近所のそういった障

害者とか足のない方に、じゃ、俺、送っていってやるからとか、そういったものがや

はり各地で助け合いでできれば、それが全てをカバーできなくても、そういったもの

が同時進行で、そういったのも必要なのかなというふうに思っております。 

   できるだけ早急にそういった検討も含めてお願いして、私の一般質問を終わります。 

○議長（白岩征治君） ８番金田裕二君の一般質問は終わりました。 

◎散会の宣告

○議長（白岩征治君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

   次回の一般質問は、９月２８日定刻から会議を開きます。 

   本日はこれにて散会いたします。どうもご苦労さまでした。 

（午後３時１５分） 
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